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江別市立病院の理念と基本方針 
 

 

◇病院の理念 

 

江別市立病院は、市民の健康の増進と福祉の向上のため、「いたわりの心」をもっ

て患者さん本位の医療を提供し、地域の中核病院としての機能を果たし、市民が互い

に温かく支え合うまちづくりに貢献します。 

 

 

◇病院の基本方針 

 

１ 病院機能の総合力を活かして、院内各部門の連携を図り、患者さんにとって安

心・安全で質の高い医療の提供に努めます。 

 

２ 地域の中核病院として、他の医療機関との連携のもと、救急・急性期医療はもと

より、訪問・在宅医療などに積極的に取り組み、地域住民の健康維持に努めます。 

 

３ 患者さんと職員とのパートナーシップを基本に、お互いの信頼に根ざした対話の

ある医療をめざします。 

 

４ 患者さんにとっても職員にとっても明るく、さわやかな、働きがいのある病院を

めざし、健全な経営の確保に努めます。 

 

 

 
 

 

江別市立病院の理念と基本方針 
 

 

◇病院の理念 

 

江別市立病院は、市民の健康の増進と福祉の向上のため、「いたわりの心」をもっ

て患者さん本位の医療を提供し、地域の中核病院としての機能を果たし、市民が互い

に温かく支え合うまちづくりに貢献します。 

 

 

◇病院の基本方針 

 

１ 病院機能の総合力を活かして、院内各部門の連携を図り、患者さんにとって安

心・安全で質の高い医療の提供に努めます。 

 

２ 地域の中核病院として、他の医療機関との連携のもと、救急・急性期医療はもと

より、訪問・在宅医療などに積極的に取り組み、地域住民の健康維持に努めます。 

 

３ 患者さんと職員とのパートナーシップを基本に、お互いの信頼に根ざした対話の

ある医療をめざします。 

 

４ 患者さんにとっても職員にとっても明るく、さわやかな、働きがいのある病院を

めざし、健全な経営の確保に努めます。 
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ダイジェスト版 

江別市立病院経営強化プラン【改定版】 
～ロードマップ２０２８～ 

 

 

ダイジェスト版 

江別市立病院経営強化プラン 
～ロードマップ２０２８～  

＜江別市立病院の経営理念＞ 
 

《自律》     《連携》     《柔軟》     《迅速》 
 

＜江別市立病院が実現すべき医療【ビジョン】＞ 
 

・地域の医療をつなぎ、地域に密着した医療を提供し、地域の発展に貢献する。 

・地域に求められる、総合的かつ専門的な急性期医療を提供する。 

＜経営強化プラン＞ 
 

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化 
  
①地域医療構想等を踏まえた市立病院の果たすべき役割・機能 

・地域の基幹的医療機関として入院機能を強化 

・医療との接点（入口）となる健診事業を強化 

・消化器系を中心としたがん診療機能の強化と緩和ケアの充実 

・市内の医療機関、関係機関と連携し、市民の命を守る救急医療体制を確保 

・病院の総合力を活かした高齢者医療の充実（認知症、急性心筋梗塞等） 

・安心して子どもを産み育てられる環境づくり（小児医療、周産期医療） 
 
②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

・認知症高齢者とその家族を支える医療の充実 

・健康寿命の延伸に向けた健診事業の充実 
 
③機能分化・連携強化 

・市内の医療機関との連携を強化し、紹介・逆紹介を推進 

・札幌市内の専門的な医療機関との連携を強化 

・江別・南空知先端医療推進協議会による広域ネットワークの構築 
 
④医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標（主要なもの） 

 Ｒ４年度【基準】 Ｒ10 年度【目標】 

救急搬送患者数 1,139 人 1,800 人 

手術件数 1,827 件 2,500 件 

紹介率 ※括弧内は発熱外来を除いて算出 10.5％(19.4％) 50.0％ 

逆紹介率※同上 13.3％(24.3％) 40.0％ 

健診受診者数 3,667 人 6,900 人 
 
⑤一般会計負担の考え方 

・自律的な経営と政策医療等に対する公費負担によって収支均衡を実現 
 
⑥住民理解のための取組 

・年齢層、地域特性などを踏まえ、戦略的に広報活動を展開 

＜江別市立病院の経営理念＞ 
 

《自律》     《連携》     《柔軟》     《迅速》 
 

＜江別市立病院が実現すべき医療【ビジョン】＞ 
 

地域の医療をつなぎ、地域に密着した医療を提供し、地域の発展に貢献する。 

＜経営強化プラン＞ 
 

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化 
  
①地域医療構想等を踏まえた市立病院の果たすべき役割・機能 

・地域の基幹的医療機関として入院機能を強化 

・医療との接点（入口）となる健診事業を強化 

・早期発見と緩和ケアに重点を置いたがん診療体制の構築 

・市内の医療機関、関係機関と連携し、市民の命を守る救急医療体制を確保 

・病院の総合力を活かした高齢者医療の充実（認知症、急性心筋梗塞等） 

・安心して子どもを産み育てられる環境づくり（小児医療、周産期医療） 
 
②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

・認知症高齢者とその家族を支える医療の充実 

・健康寿命の延伸に向けた健診事業の充実 
 
③機能分化・連携強化 

・市内の医療機関との連携を強化し、紹介・逆紹介を推進 

・札幌市内の専門的な医療機関との連携を強化 

・江別・南空知先端医療推進協議会による広域ネットワークの構築 
 
④医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標（主要なもの） 

 Ｒ４年度【基準】 Ｒ10 年度【目標】 

救急搬送患者数 1,139 人 1,800 人 

紹介率 ※括弧内は発熱外来を除いて算出 10.5％(19.4％) 50.0％ 

逆紹介率※同上 13.3％(24.3％) 40.0％ 

健診受診者数 3,667 人 6,900 人 
 
⑤一般会計負担の考え方 

・自律的な経営と政策医療等に対する公費負担によって収支均衡を実現 
 
⑥住民理解のための取組 

・年齢層、地域特性などを踏まえ、戦略的に広報活動を展開 
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(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革 
  
①医師・看護師等の確保 

・担うべき医療の重点化を図り、医療従事者の確保を計画的に推進 

・大学医局との関係構築・強化に努め、内科診療体制を構築 
 
②臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

・働きがいのある魅力的な病院を目指し、教育体制と研究環境を充実 
 
③医師の働き方改革への対応（元気が出る組織づくり） 

・「元気が出る組織づくり」に取り組み、病院全体で働き方改革を推進 
 
(3) 経営形態の見直し 

 ・地方公営企業法全部適用の効果を継続的に検証 
 
(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

 ・新興感染症の感染拡大時に備え、関係機関との協力体制を強化 
 
(5) 施設・設備等の最適化 

・地域に必要な医療を安定的に提供するため、外部改修工事を実施 

・電子カルテシステム等を最大限に活用し、医療ＤＸを推進 
 

(6) 経営の効率化等 
 
①経営指標に係る数値目標（主要なもの） 

 Ｒ４年度【基準】 Ｒ10 年度【目標】 

給与費対医業収益比率 56.3％ 61.1％ 

１日当たり入院患者数 175 人 220 人 

入院診療単価 48,852 円 60,200 円 

常勤医師数 36 人 43 人 

企業債残高 5,135,987 千円 5,520,991 千円 

一時借入金残高 900,000 千円 1,100,000 千円 
 
②目標達成に向けた具体的な取組 

・病院事業固有の専門性と経営感覚を併せ持った事務職員の育成・確保 

・経営の質と医療の質の向上に向けた計画的な人材育成の推進 

・ＤＰＣ運用の最適化や医療機関別係数の向上に向けた取組を推進 
 
③経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画 

 Ｒ６実績 Ｒ７見込 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 

純損益（千円） △826,537 △660,671 △340,208 △68,587 201,064 

 
＜点検・評価・公表＞ 

・「江別市立病院経営評価委員会」による点検・評価を実施し、公表 

・各年度の点検・評価の結果等を踏まえ、必要な見直しを実施 

 
(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革 
  
①医師・看護師等の確保 

・担うべき医療の重点化を図り、医療従事者の確保を計画的に推進 

・大学医局との関係構築・強化に努め、内科診療体制を構築 
 
②臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

・働きがいのある魅力的な病院を目指し、教育体制と研究環境を充実 
 
③医師の働き方改革への対応（元気が出る組織づくり） 

・「元気が出る組織づくり」に取り組み、病院全体で働き方改革を推進 
 
(3) 経営形態の見直し 

 ・地方公営企業法全部適用の効果を継続的に検証 
 
(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

 ・新興感染症の感染拡大時に備え、関係機関との協力体制を強化 
 
(5) 施設・設備等の最適化 

・地域に必要な医療を安定的に提供するため、外部改修工事を実施 

・電子カルテシステム等を最大限に活用し、医療ＤＸを推進 
 

(6) 経営の効率化等 
 
①経営指標に係る数値目標（主要なもの） 

 Ｒ４年度【基準】 Ｒ10 年度【目標】 

給与費対医業収益比率 56.3％ 58.0％ 

１日当たり入院患者数 175 人 215 人 

入院診療単価 48,852 円 57,965 円 

常勤医師数 36 人 47 人 

企業債残高 5,135,987 千円 3,406,220 千円 

一時借入金残高 900,000 千円 900,000 千円 
 
②目標達成に向けた具体的な取組 

・病院事業固有の専門性と経営感覚を併せ持った事務職員の育成・確保 

・経営の質と医療の質の向上に向けた計画的な人材育成の推進 

・ＤＰＣ運用の最適化や医療機関別係数の向上に向けた取組を推進 
 
③経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画 

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 

純損益（千円） △275,245 156,943 395,671 419,942 470,076 

 
＜点検・評価・公表＞ 

・「江別市立病院経営評価委員会」による点検・評価を実施し、公表 

・各年度の点検・評価の結果等を踏まえ、必要な見直しを実施 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第１章 はじめに 

 

第１節 現状 

江別市立病院（以下、「市立病院」という。）は、昭和２６年４月に前身の国立札幌病院診療所

が、江別町に移管されたことに伴い、「江別町立病院」として開設し、昭和３２年には市制移行に

合わせて「市立江別総合病院」に名称を変更、以来、江別市の発展とともに、診療科や病床数を

拡大してきました。 

平成１０年１２月、老朽化に伴う病院新築に合わせ、現在の名称に改称後、江別市とその近隣

市町村を含む約１６万人の診療圏の中において、急性期医療を担う地域の基幹的医療機関とし

て、安全で安心な医療の提供を行ってまいりました。一方で、公立病院としての不採算医療を担

う役割や、医療制度を取り巻く環境変化の影響を受け、昭和５６年には国の準用再建計画の指定

を受けるなど、６０年を超える歴史の中で経営不振に陥り、再建を繰り返してきた経緯がありま

す。 

平成１８年には、内科医の一斉退職による経営危機に陥り、その後、総合内科と専門診療科が

連携する診療体制による経営の立て直しに道筋をつけ、経営改善を図ったものの、平成２８年度

以降、新専門医制度の導入などへの対応が遅れ、総合内科医の退職が続き、再び、危機的な経営

状況に陥りました。 

このような状況の中、江別市では、令和元年８月に「江別市立病院の役割とあり方を検討する

委員会」を設置し、市立病院が担うべき医療のほか、診療体制、経営改善や経営形態の方向性に

ついてご議論いただき、令和２年２月に第１次答申を、令和２年６月に第２次答申を受けました。 

市立病院では、これらの答申を踏まえ、令和３年３月に「江別市立病院経営再建計画～ロード

マップ２０２３～」（以下、「経営再建計画」という。）を策定し、経営再建の取組を進めていまし

たが、目標とした令和５年度での収支均衡は実現することができませんでした。 

  【江別市立病院の概況】 

項目 内容等 

開設年月日 昭和２６年４月１日 

診療科目 内科、人工透析内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、精神科、

小児科、外科、消化器外科、内視鏡外科、乳腺外科、整形外科、皮膚

科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテー

ション科、放射線科、病理診断科（全２１科） 

許可病床数 ３２７床（一般２７８床、精神４９床） 

開設者 江別市長 

所在地 江別市若草町６番地 

敷地面積 35,346.97 ㎡ 

建物延床面積 25,989.389 ㎡ 

経営形態 地方公営企業法全部適用（令和４年４月１日～） 

（令和７年１０月現在） 

第１章 はじめに 

 

第１節 現状 

江別市立病院（以下、「市立病院」という。）は、昭和２６年４月に前身の国立札幌病院診療所

が、江別町に移管されたことに伴い、「江別町立病院」として開設し、昭和３２年には市制移行に

合わせて「市立江別総合病院」に名称を変更、以来、江別市の発展とともに、診療科や病床数を

拡大してきました。 

平成１０年１２月、老朽化に伴う病院新築に合わせ、現在の名称に改称後、江別市とその近隣

市町村を含む約１６万人の診療圏の中において、急性期医療を担う地域の基幹的医療機関とし

て、安全で安心な医療の提供を行ってまいりました。一方で、公立病院としての不採算医療を担

う役割や、医療制度を取り巻く環境変化の影響を受け、昭和５６年には国の準用再建計画の指定

を受けるなど、６０年を超える歴史の中で経営不振に陥り、再建を繰り返してきた経緯がありま

す。 

平成１８年には、内科医の一斉退職による経営危機に陥り、その後、総合内科と専門診療科が

連携する診療体制による経営の立て直しに道筋をつけ、経営改善を図ったものの、平成２８年度

以降、新専門医制度の導入などへの対応が遅れ、総合内科医の退職が続き、再び、危機的な経営

状況に陥りました。 

このような状況の中、江別市では、令和元年８月に「江別市立病院の役割とあり方を検討する

委員会」を設置し、市立病院が担うべき医療のほか、診療体制、経営改善や経営形態の方向性に

ついてご議論いただき、令和２年２月に第１次答申を、令和２年６月に第２次答申を受けました。 

市立病院では、これらの答申を踏まえ、令和３年３月に「江別市立病院経営再建計画～ロード

マップ２０２３～」（以下、「経営再建計画」という。）を策定し、令和５年度での収支均衡の実現

に向け、経営再建の取組を進めています。 

  【江別市立病院の概況】 

項目 内容等 

開設年月日 昭和２６年４月１日 

診療科目 内科、人工透析内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、精神科、

小児科、外科、消化器外科、内視鏡外科、乳腺外科、整形外科、皮膚

科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、ペインクリニ

ック麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科（全２２

科） 

許可病床数 ３３７床（一般２７８床、精神５９床） 

開設者 江別市長 

所在地 江別市若草町６番地 

敷地面積 35,346.97 ㎡ 

建物延床面積 25,989.389 ㎡ 

経営形態 地方公営企業法全部適用（令和４年４月１日～） 

（令和６年３月現在） 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第２節 経営強化プランの策定（改定）について 

 令和４年３月に総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化

ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）が示されました。 

このガイドラインでは、持続可能な地域医療提供体制を確保するために、役割・機能の最適化

と連携の強化、医師・看護師等の確保と働き方改革、経営形態の見直し、新興感染症の感染拡大

時等に備えた平時からの取組、施設設備の最適化、経営の効率化等を進めることが公立病院に求

められています。 

江別市立病院経営強化プラン（以下、「経営強化プラン」という。）は、このガイドラインや、

経営再建計画に基づく取組の進捗状況を踏まえ、市立病院の経営強化を着実に進めることを目的

として策定するものであり、経営再建計画の後継計画となるものです。 

また、この経営強化プランは、上位計画である「えべつ未来づくりビジョン（第７次江別市総

合計画）」の個別計画として位置付けられるものであり、「えべつ未来づくり構想」等との整合を

図り策定するものです。 

なお、令和６年度の実績が計画値から大きく乖離したことや、当院を取り巻く医療環境が変化

したことを受け、令和８年度に予定していた中間見直しを令和７年度に実施します。 

 

◆江別市立病院の経営理念 

（江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会答申より） 

 

第３節 計画対象期間 

  本計画の対象期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。  

 

第２節 経営強化プランの策定について 

 令和４年３月に総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化

ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）が示されました。 

このガイドラインでは、持続可能な地域医療提供体制を確保するために、役割・機能の最適化

と連携の強化、医師・看護師等の確保と働き方改革、経営形態の見直し、新興感染症の感染拡大

時等に備えた平時からの取組、施設設備の最適化、経営の効率化等を進めることが公立病院に求

められています。 

江別市立病院経営強化プラン（以下、「経営強化プラン」という。）は、このガイドラインや、

経営再建計画に基づく取組の進捗状況を踏まえ、市立病院の経営強化を着実に進めることを目的

として策定するものであり、経営再建計画の後継計画となるものです。 

また、この経営強化プランは、上位計画である「えべつ未来づくりビジョン（第７次江別市総

合計画）」の個別計画として位置付けられるものであり、「えべつ未来づくり構想」等との整合を

図り策定するものです。 

 

 

 

◆江別市立病院の経営理念 

（江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会答申より） 

 

第３節 計画対象期間 

  本計画の対象期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。  

≪自律≫ 

常に企業としての経済性を発揮して、効果的かつ効率的に病院を運営し、一般

会計に依存することなく、自律した病院経営を目指す。 

≪連携≫ 

札幌医療圏の高度かつ専門的な医療を提供する医療機関や地域に密着した医療

を提供する医療機関とのネットワークを創り上げ、江別市民が最適な医療を享受

できる体制を構築する。 

≪柔軟≫ 

地域を取り巻く大きな環境変化に対応するため、「公務員体質」による硬直的な

病院経営ではなく、環境の変化に柔軟に対応し、持続的に医療を提供できる病院

経営に転換する。 

≪迅速≫ 

健全な病院経営を行うために、様々な経営指標を常に把握・分析し、状況変化

に即時かつ的確に対応するとともに、国の制度変更や人口動態の変化などの環境

変化に迅速かつ的確に対応する体制を構築する。 

≪自律≫ 

常に企業としての経済性を発揮して、効果的かつ効率的に病院を運営し、一般

会計に依存することなく、自律した病院経営を目指す。 

≪連携≫ 

札幌医療圏の高度かつ専門的な医療を提供する医療機関や地域に密着した医療

を提供する医療機関とのネットワークを創り上げ、江別市民が最適な医療を享受

できる体制を構築する。 

≪柔軟≫ 

地域を取り巻く大きな環境変化に対応するため、「公務員体質」による硬直的な

病院経営ではなく、環境の変化に柔軟に対応し、持続的に医療を提供できる病院

経営に転換する。 

≪迅速≫ 

健全な病院経営を行うために、様々な経営指標を常に把握・分析し、状況変化

に即時かつ的確に対応するとともに、国の制度変更や人口動態の変化などの環境

変化に迅速かつ的確に対応する体制を構築する。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第２章 現況 

 

第１節 医療圏の現況 

  (1) 札幌医療圏 

北海道は、「医療法」に基づき、道内の医療提供体制の確保を図るために策定した「北海道

医療計画」において、医療資源の適正な配置と医療提供体制の体系化を図るための地域的な単

位として、医療圏を定めています。江別市は、札幌市のほか計８市町村からなる札幌医療圏

（第二次医療圏）に含まれます。 

【札幌医療圏の概況】 

市町村数 ６市１町１村 
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、 

北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 

面積 3.540.16 ㎢ 令和２年国勢調査 

人口 2,396,732 人 同上 

基準病床数 21,316 床 療養病床及び一般病床(平成３０年４月１日) 

既存病床数 32,851 床 同上（令和５年３月１日） 

 

  (2) 人口動態 

    国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成３０年３月推計）では、札幌医療圏の総人口は、

平成２７年（２０１５年）から令和７年（２０２５年）にかけては２３８万人程度で推移しま

すが、令和２２年（２０４０年）には２２２万人まで減少すると推計されています。一方、６

５歳以上人口は、平成２７年（２０１５年）に６０万人であったものが、令和７年（２０２５

年）には７３万人、令和２２年（２０４０年）には８４万人へ増加し、総人口の減少の影響も

あり、将来的に高齢化率は上昇していくものと推計されています。 

 

(3) 地域医療構想における必要病床数等の状況 

「北海道地域医療構想」に定める札幌医療圏の令和７年（２０２５年）における必要病床数

及び令和５年度病床機能報告制度における病床数は、下表のとおりです。高度急性期、急性期、

回復期の合計について、必要病床数（23,787 床）が報告病床数（21,746 床）を上回っていま

す。 

さらに、札幌医療圏については、多くの地域において、令和７年（２０２５年）以降も令和

２２年（２０４０年）に向けて高齢者人口が大幅に増加することから、医療需要の動向を見据

えた対応が求められます。また、高度急性期と急性期の合計については、報告病床数が必要病

床数を上回っており、一方で、回復期病床が不足していることから、急性期等から回復期への

転換などが必要と考えられます。 

  【必要病床数と令和５年度報告病床数】              （単位：床） 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 その他 合計 

必要病床数 3,913 10,951 8,923 11,999 0 35,786 

報告病床数 2,914 15,614 3,218 11,177 1,519 34,442 

第２章 現況 

 

第１節 医療圏の現況 

  (1) 札幌医療圏 

北海道は、「医療法」に基づき、道内の医療提供体制の確保を図るために策定した「北海道

医療計画」において、医療資源の適正な配置と医療提供体制の体系化を図るための地域的な単

位として、医療圏を定めています。江別市は、札幌市のほか計８市町村からなる札幌医療圏 

（第二次医療圏）に含まれます。 

【札幌医療圏の概況】 

市町村数 ６市１町１村 
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、 

北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 

面積 3.540.16 ㎢ 令和２年国勢調査 

人口 2,396,732 人 同上 

基準病床数 21,316 床 療養病床及び一般病床(平成３０年４月１日) 

既存病床数 32,851 床 同上（令和５年３月１日） 

 

  (2) 人口動態 

    国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成３０年３月推計）では、札幌医療圏の総人口は、

平成２７年（２０１５年）から令和７年（２０２５年）にかけては２３８万人程度で推移しま

すが、令和２２年（２０４０年）には２２２万人まで減少すると推計されています。一方、６

５歳以上人口は、平成２７年（２０１５年）に６０万人であったものが、令和７年（２０２５

年）には７３万人、令和２２年（２０４０年）には８４万人へ増加し、総人口の減少の影響も

あり、将来的に高齢化率は上昇していくものと推計されています。 

 

(3) 地域医療構想における必要病床数等の状況 

「北海道地域医療構想」に定める札幌医療圏の令和７年（２０２５年）における必要病床数

及び令和３年度病床機能報告制度における病床数は、下表のとおりです。高度急性期、急性期、

回復期の合計について、必要病床数（23,787 床）が報告病床数（21,940 床）を上回っていま

す。 

さらに、札幌医療圏については、多くの地域において、令和７年（２０２５年）以降も令和

２２年（２０４０年）に向けて高齢者人口が大幅に増加することから、医療需要の動向を見据

えた対応が求められます。また、高度急性期と急性期の合計については、報告病床数が必要病

床数を上回っており、一方で、回復期病床が不足していることから、急性期等から回復期への

転換などが必要と考えられます。 

  【必要病床数と令和３年度報告病床数】              （単位：床） 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 その他 合計 

必要病床数 3,913 10,951 8,923 11,999 0 35,786 

報告病床数 2,455 16,229 3,186 11,161 992 34,023 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第２節 江別市の状況 

(1) 人口動態 

江別市では、社会増が進み、人口の減少傾向には、歯止めがかかりつつありますが、長期的

には自然減により、令和２７年（２０４５年）にかけて、総人口は減少する見込みです。 

年齢別でみると、年少人口（０～１４歳）及び生産年齢人口（１５～６４歳）が大きく減少

する一方、６５歳以上の老年人口は令和１７年（２０３５年）にかけて、増加し続けます。 

 

  【江別市将来推計人口（人）】  

          

       
        ※国勢調査実績値（2015 年及び 2020 年）については年齢不詳を除く。 

（出典：江別市将来人口推計（令和４年５月）） 

第２節 江別市の状況 

(1) 人口動態 

江別市では、社会増が進み、人口の減少傾向には、歯止めがかかりつつありますが、長期的

には自然減により、令和２７年（２０４５年）にかけて、総人口は減少する見込みです。 

年齢別でみると、年少人口（０～１４歳）及び生産年齢人口（１５～６４歳）が大きく減少

する一方、６５歳以上の老年人口は令和１７年（２０３５年）にかけて、増加し続けます。 

 

  【江別市将来推計人口（人）】  

          

       
        ※国勢調査実績値（2015 年及び 2020 年）については年齢不詳を除く。 

（出典：江別市将来人口推計（令和４年５月）） 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

(2) 江別市における患者流出率と患者の伸び率 

江別市国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者（江別市内居住者）に係る令和６

年の医療費データ（レセプトデータ）の分析結果によると、入院では、概ね５割程度の患者が

市外へ流出しており、特に、「新生物」、「筋骨格」、「精神疾患」の市外流出率が大きくなってい

ます。 

一方、外来では、「新生物」を除き、概ね地域で医療が完結しているといえます。 

また、令和２７年（２０４５年）に向けては、入院では、「循環器」をはじめ、多くの疾患で

患者数の伸びが見込まれる一方、外来については、ほとんどの疾患で患者数が減少することが

見込まれます。 
 

【入院】 

    【外来】 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 江別市における患者流出率と患者の伸び率 

江別市国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者（江別市内居住者）に係る令和４

年の医療費データ（レセプトデータ）の分析結果によると、入院では、概ね５割程度の患者が

市外へ流出しており、特に、「新生物」、「筋骨格」、「精神疾患」の市外流出率が大きくなってい

ます。 

一方、外来では、「新生物」を除き、概ね地域で医療が完結しているといえます。 

また、令和２７年（２０４５年）に向けては、入院では、「循環器」をはじめ、多くの疾患で

患者数の伸びが見込まれる一方、外来については、ほとんどの疾患で患者数が減少することが

見込まれます。 
 

【入院】 

     

【外来】 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

(3) 救急搬送人員の状況 

    市立病院では、平成３０年以降、総合内科医の退職により、一時的に救急受入れ体制を縮小

しましたが、令和２年度以降、救急の受入れを強化しており、市内搬送割合も回復傾向にあり

ます。 

 （単位：人） 

 Ｒ元年 Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 

市
内 

江別市立病院 698 819 1,275 1,049 1,295 1,332 

江別市夜間急病センター 1 0 0 0 0 1 

渓和会江別病院 1,390  1,074 1,122 1,047 1,431 1,658 

江別谷藤病院 222 221 221 289 355 251 

野幌病院 48 45 47 62 61 30 

その他 91 98 96 113 133 85 

小計（市内搬送人員） 2,450 2,257 2,761 2,560 3,275 3,347 

市
外 

札幌東徳洲会病院 343 327 304 273 298 290 

札幌徳洲会病院 799 584 379 445 328 321 

勤医協中央病院 415 195 159 197 110 70 

その他 702 744 812 1,131 1,166 984 

小計（市外搬送人員） 2,259 1,850 1,654 2,046 1,902 1,665 

合計搬送人員 4,709 4,107 4,415 4,606 5,177 5,012 

市内搬送割合 52.0% 55.0% 62.5% 55.6% 63.3% 66.8% 

市外搬送割合 48.0% 45.0% 37.5% 44.4% 36.7% 33.4% 

    （出典：江別市消防本部調べ） 

 

(4) 医療提供体制 

江別市内には、６つの病院があり、高度急性期医療については、札幌市内の医療機関と連携

をしつつ、急性期、慢性期、精神科に係る入院医療を提供しています。なお、回復期として報

告されている病床はありませんが、地域包括ケア病棟（病床）を有する病院もあることから、

一定程度、回復期の医療需要に対応しているものと考えられます。 

また、江別市内には５７の診療所があり、地区別の状況をみると、江別地区、野幌地区、大

麻地区のそれぞれの地区において、幅広い診療科目の診療所が存在しています。 

このように、江別市では多くの診療所が存在しており、外来医療に関する医療提供体制は、

比較的充実しているものと考えられます。一方、入院医療については、今後、高齢者人口の増

加による医療需要の増大が見込まれることから、その対応に向けて、医療機関の連携強化を進

める必要があるものと考えられます。 

 
 

(3) 救急搬送人員の状況 

    市立病院では、平成３０年以降、総合内科医の退職により、一時的に救急受入れ体制を縮小

しましたが、令和２年度以降、救急の受入れを強化しており、市内搬送割合も回復傾向にあり

ます。 

（単位：人）     

 Ｒ元年 Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 

市
内 

江別市立病院 698 819 1,275 1,049 1,295 

江別市夜間急病センター 1 0 0 0 0 

渓和会江別病院 1,390  1,074 1,122 1,047 1,431 

江別谷藤病院 222 221 221 289 355 

野幌病院 48 45 47 62 61 

その他 91 98 96 113 133 

小計（市内搬送人員） 2,450 2,257 2,761 2,560 3,275 

市
外 

札幌東徳洲会病院 343 327 304 273 298 

札幌徳洲会病院 799 584 379 445 328 

勤医協中央病院 415 195 159 197 110 

その他 702 744 812 1,131 1,166 

小計（市外搬送人員） 2,259 1,850 1,654 2,046 1,902 

合計搬送人員 4,709 4,107 4,415 4,606 5,177 

市内搬送割合 52.0% 55.0% 62.5% 55.6% 63.3% 

市外搬送割合 48.0% 45.0% 37.5% 44.4% 36.7% 

 ※Ｒ５年は１月から１２月までの速報値  （出典：江別市消防本部調べ）   

 

(4) 医療提供体制 

江別市内には、６つの病院があり、高度急性期医療については、札幌市内の医療機関と連携

をしつつ、急性期、慢性期、精神科に係る入院医療を提供しています。なお、回復期として報

告されている病床はありませんが、地域包括ケア病棟（病床）を有する病院もあることから、

一定程度、回復期の医療需要に対応しているものと考えられます。 

また、江別市内には５９の診療所があり、地区別の状況をみると、江別地区、野幌地区、大

麻地区のそれぞれの地区において、幅広い診療科目の診療所が存在しています。 

このように、江別市では多くの診療所が存在しており、外来医療に関する医療提供体制は、

比較的充実しているものと考えられます。一方、入院医療については、今後、高齢者人口の増

加による医療需要の増大が見込まれることから、その対応に向けて、医療機関の連携強化を進

める必要があるものと考えられます。 

 
 

6



●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

【江別市内の医療機関の状況（病院）】               （単位：床） 

    病床機能ごとの病床数（許可病床数） 

高度 

急性期 
急性期 回復期 慢性期 精神 休床中等 合計 

江別市立病院 

※令和５年３月現在 
0 224 0 0 43 70 337 

医療法人社団藤花会 

江別谷藤病院 
0 82 0 40 0 0 122 

医療法人友愛会 

友愛記念病院 
0 0 0 73 79 0 152 

医療法人渓和会 

江別病院 
0 199 0 0 0 0 199 

医療法人英生会 

野幌病院 
0 23 0 46 0 0 69 

医療法人風のすずらん会 

江別すずらん病院 
0 0 0 0 234 0 234 

合計 0 528 0 159 356 70 1,113 

（出典：令和５年度病床機能報告、北海道医療機能情報システム）  

   

【江別市内の医療機関の状況（診療所）】             （単位：機関） 

 江別地区 野幌地区 大麻地区 合計 

内科 6 10 6 22 

小児科 2 2 2 6 

脳神経外科・神経内科 1 2 0 3 

外科・整形外科 4 0 3 7 

皮膚科 1 1 0 2 

眼科 3 3 0 6 

耳鼻咽喉科 3 0 3 6 

泌尿器科 1 1 0 2 

産婦人科 1 0 0 1 

心療内科・精神科 1 0 1 2 

合計 23 19 15 57 

（再掲）訪問診療実施診療所 4 3 5 12 

（出典：江別市医療機関ガイドブック（令和７年３月発行））        

【江別市内の医療機関の状況（病院）】               （単位：床） 

    病床機能ごとの病床数（許可病床数） 

高度 

急性期 
急性期 回復期 慢性期 精神 休床中等 合計 

江別市立病院 

※令和５年３月現在 
0 224 0 0 43 70 337 

医療法人社団藤花会 

江別谷藤病院 
0 82 0 40 0 0 122 

医療法人友愛会 

友愛記念病院 
0 0 0 133 79 0 212 

医療法人渓和会 

江別病院 
0 199 0 0 0 0 199 

医療法人英生会 

野幌病院 
0 23 0 46 0 0 69 

医療法人風のすずらん会 

江別すずらん病院 
0 0 0 0 234 0 234 

合計 0 528 0 219 356 70 1,173 

 （出典：令和３年度病床機能報告、北海道医療機能情報システム）  

  

【江別市内の医療機関の状況（診療所）】             （単位：機関） 

 江別地区 野幌地区 大麻地区 合計 

内科 6 10 6 22 

小児科 2 2 2 6 

脳神経外科・神経内科 1 2 0 3 

外科・整形外科 4 0 3 7 

皮膚科 1 1 0 2 

眼科 3 3 1 7 

耳鼻咽喉科 3 0 3 6 

泌尿器科 1 1 0 2 

産婦人科 1 0 0 1 

心療内科・精神科 1 1 1 3 

合計 23 20 16 59 

（再掲）訪問診療実施診療所 4 3 5 12 

（出典：江別市医療機関ガイドブック（令和５年３月発行））        
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第３節 市民アンケート調査結果の概要（令和５年度実施） 

  
 市立病院では、経営強化プランの策定に向けて、市民 2,000 人を対象とするアンケート調査を

実施しました（回答者 661 人、回答率 33.1%）。 

このアンケート調査の結果では、市立病院が提供する医療について、「救急医療」、「感染症医

療」、「がん手術」の認知度が高くなっています。一方、地域医療への貢献度という点では、医療

の内容での大きな違いはみられませんでした。 

また、市民が重要と考える医療については、「救急医療」、「外来診療」、「入院診療」が多くなっ

ています。なお、「がんの治療」、「緩和ケア」の合計件数が 378 件（57.1%）となっていることか

ら、緩和ケアを含むがん医療への期待が高いと考えられます。 

 

【市立病院が提供する医療についての認知度・地域医療への貢献度】 

 

【市立病院が提供する医療の重要度】 

第３節 市民アンケート調査結果の概要（令和５年度実施） 

  
 市立病院では、経営強化プランの策定に向けて、市民 2,000 人を対象とするアンケート調査を

実施しました（回答者 661 人、回答率 33.1%）。 

このアンケート調査の結果では、市立病院が提供する医療について、「救急医療」、「感染症医

療」、「がん手術」の認知度が高くなっています。一方、地域医療への貢献度という点では、医療

の内容での大きな違いはみられませんでした。 

また、市民が重要と考える医療については、「救急医療」、「外来診療」、「入院診療」が多くなっ

ています。なお、「がんの治療」、「緩和ケア」の合計件数が 378 件（57.1%）となっていることか

ら、緩和ケアを含むがん医療への期待が高いと考えられます。 

 

【市立病院が提供する医療についての認知度・地域医療への貢献度】 

 

【市立病院が提供する医療の重要度】 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

ロードマップの取組に関する評価については、概ね、５割～６割の方が「評価する」、「やや評

価する」としています。一方で、２割～３割の方が「わからない」と回答しています。 

 

【ロードマップの取組に関する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立病院の財政状況に関する質問では、減資について、２割の方が「知っている」との回答

でした。また、市立病院の財政に対する減資の貢献度については、６割を超える方が、「非常に

高い」、「比較的高い」としています。 

政策医療を確保するための財政支援について、「知っている」との回答は２割程度でした。ま

た、財政支援の方向性については、「維持」が 27.9％、「増額」が 43.7％、「減額」が 11.6％と

なっており、「維持」、「増額」をあわせると、７割を超えています。 

 

【減資について】 

 
 

【市の財政支援について】 

 
 

 

ロードマップの取組に関する評価については、概ね、５割～６割の方が「評価する」、「やや評

価する」としています。一方で、２割～３割の方が「わからない」と回答しています。 

 

【ロードマップの取組に関する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立病院の財政状況に関する質問では、減資について、２割の方が「知っている」との回答

でした。また、市立病院の財政に対する減資の貢献度については、６割を超える方が、「非常に

高い」、「比較的高い」としています。 

政策医療を確保するための財政支援について、「知っている」との回答は２割程度でした。ま

た、財政支援の方向性については、「維持」が 27.9％、「増額」が 43.7％、「減額」が 11.6％と

なっており、「維持」、「増額」をあわせると、７割を超えています。 

 

【減資について】 

 
 

【市の財政支援について】 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第４節 市立病院の状況 

 
  (1) 市立病院 患者数推移 

   ①診療科別患者数 

    入院患者数が多い診療科は、整形外科、精神科、循環器内科となっています。令和５年度以

降は救急搬送患者数が増加したことで、循環器内科の患者数が大きく増加しています。 

    外来患者数が多い診療科は、内科、精神科、小児科となっています。新型コロナウイルス感

染症の影響により、令和元年度に患者数が大きく減少しましたが、徐々に回復傾向にありま

す。 

 

   【入院延患者数】                          （単位：人） 

診療科 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

内科 15,908 10,730 10,873 10,440 9,210 8,184 8,543 

呼吸器内科 0 0 0 0 0 0 0 

消化器内科 2,793 1,471 3,146 2,698 2,064 2,128 1,058 

循環器内科 4,250 4,360 6,723 7,207 5,945 10,635 13,387 

小児科 2,635 3,566 2,658 2,910 3,491 3,710 3,343 

外科 5,209 5,493 5,897 5,925 5,213 4,323 3,433 

整形外科 16,340 15,553 14,929 14,919 16,749 14,879 13,369 

産婦人科 4,502 5,509 4,870 5,461 5,278 4,374 4,458 

皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 

耳鼻咽喉科 1,097 898 823 904 1,086 1,343 1,573 

眼科 1,248 1,082 780 835 922 546 510 

泌尿器科 2,809 2,956 2,847 3,152 3,718 3,656 3,877 

麻酔科 1,275 2,131 1,962 1,150 1,335 1,303 591 

脳神経外科 0 0 0 0 0 0 0 

精神科 8,518 9,601 10,733 10,078 8,831 11,145 11,697 

合計 66,584 63,350 66,241 65,679 63,842 66,225 65,839 

１日平均 182.4 173.1 181.5 179.9 174.9 180.9 180.4 

 

第４節 市立病院の状況 

 
  (1) 市立病院 患者数推移 

   ①診療科別患者数 

    入院患者数が多い診療科は、整形外科、内科、精神科となっています。内科は、総合内科医

の退職により診療体制を縮小したため、令和元年度以降、大きく減少しています。 

    外来患者数が多い診療科は、内科、精神科、整形外科となっています。新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和元年度に患者数が大きく減少しましたが、徐々に回復傾向にありま

す。 

 

   【入院延患者数】                        （単位：人） 

診療科 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

内科 15,908 10,730 10,873 10,440 9,210 

呼吸器内科 0 0 0 0 0 

消化器内科 2,793 1,471 3,146 2,698 2,064 

循環器内科 4,250 4,360 6,723 7,207 5,945 

小児科 2,635 3,566 2,658 2,910 3,491 

外科 5,209 5,493 5,897 5,925 5,213 

整形外科 16,340 15,553 14,929 14,919 16,749 

産婦人科 4,502 5,509 4,870 5,461 5,278 

皮膚科 0 0 0 0 0 

耳鼻咽喉科 1,097 898 823 904 1,086 

眼科 1,248 1,082 780 835 922 

泌尿器科 2,809 2,956 2,847 3,152 3,718 

麻酔科 1,275 2,131 1,962 1,150 1,335 

脳神経外科 0 0 0 0 0 

精神科 8,518 9,601 10,733 10,078 8,831 

合計 66,584 63,350 66,241 65,679 63,842 

１日平均 182.4 173.1 181.5 179.9 174.9 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

【外来延患者数】                          （単位：人） 

診療科 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

内科 33,300  25,896 22,694 26,104 26,242 21,201 18,143 

呼吸器内科 1,157 971 856 850 916 883 890 

消化器内科 5,055 1,735 4,297 3,584 2,978 3,434 3,275 

循環器内科 7,051 6,658 6,516 7,049 7,062 7,637 8,607 

小児科 8,610 9,045 6,108 8,468 13,473 16,564 15,539 

外科 5,651 5,070 5,312 6,060 5,528 4,889 3,984 

整形外科 17,423 16,173 13,459 14,429 14,666 13,598 13,335 

産婦人科 10,216 11,231 10,192 10,567 11,047 11,055 11,248 

皮膚科 6,695 6,114 4,555 4,417 4,427 4,639 4,827 

耳鼻咽喉科 8,143 8,013 6,811 7,173 7,664 8,815 9,503 

眼科 11,321 10,749 9,121 9,774 10,104 8,463 8,832 

泌尿器科 8,192 8,249 8,006 8,697 9,347 9,062 9,253 

麻酔科 3,623 3,475 3,680 3,687 3,235 2,575 1,504 

脳神経外科 0 43 78 84 45 44 39 

精神科 22,596 21,603 20,789 21,164 21,900 20,177 19,289 

合計 149,033 135,025 122,474 132,107 138,634 133,036 128,458 

１日平均 610.8 560.3 504.0 545.9 570.5 547.5 528.6 

 

 

  ②地区別患者数 

市立病院における地区別の患者動向について、入院、外来とも約８割が市内からの来院となっ

ており、近隣（自動車で運転距離１５分程度）からの患者が多いといえます。 

江別市内では、江別地区が多く、大麻地区が少なくなっています。一方、当別町、南幌町、岩

見沢市、新篠津村など周辺町村からも一定程度の利用があります。 

今後は、地域に密着した医療を提供しつつ、基幹的医療機関として、より広域での医療ニーズ

に応えるべく、診療体制を充実させていくことが課題といえます。 

 

 

【外来延患者数】                        （単位：人） 

診療科 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

内科 33,300  25,896 22,694 26,104 26,242 

呼吸器内科 1,157 971 856 850 916 

消化器内科 5,055 1,735 4,297 3,584 2,978 

循環器内科 7,051 6,658 6,516 7,049 7,062 

小児科 8,610 9,045 6,108 8,468 13,473 

外科 5,651 5,070 5,312 6,060 5,528 

整形外科 17,423 16,173 13,459 14,429 14,666 

産婦人科 10,216 11,231 10,192 10,567 11,047 

皮膚科 6,695 6,114 4,555 4,417 4,427 

耳鼻咽喉科 8,143 8,013 6,811 7,173 7,664 

眼科 11,321 10,749 9,121 9,774 10,104 

泌尿器科 8,192 8,249 8,006 8,697 9,347 

麻酔科 3,623 3,475 3,680 3,687 3,235 

脳神経外科 0 43 78 84 45 

精神科 22,596 21,603 20,789 21,164 21,900 

合計 149,033 135,025 122,474 132,107 138,634 

１日平均 610.8 560.3 504.0 545.9 570.5 

 

 

  ②地区別患者数 

市立病院における地区別の患者動向について、入院、外来とも約８割が市内からの来院となっ

ており、近隣（自動車で運転距離１５分程度）からの患者が多いといえます。 

江別市内では、江別地区が多く、大麻地区が少なくなっています。一方、当別町、南幌町、岩

見沢市、新篠津村など周辺町村からも一定程度の利用があります。 

今後は、地域に密着した医療を提供しつつ、基幹的医療機関として、より広域での医療ニーズ

に応えるべく、診療体制を充実させていくことが課題といえます。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

【入院実患者数（地区別）】 

 

 

 

（出典：令和６年患者データ） 

 

   【外来実患者数（地区別）】 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和６年患者データ） 

 

     人数（人） 構成比 

江別地区 1,209 40.7% 

野幌地区 701 23.6% 

大麻地区 426 14.3% 

当別町 110 3.7% 

南幌町 153 5.2% 

岩見沢市 55 1.9% 

札幌市厚別区 27 0.9% 

新篠津村 30 1.0% 

その他 258 8.7% 

合計 2,969 100.0% 

（うち江別市内） 2,336 78.7% 

     人数（人） 構成比 

江別地区 10,937 43.2％ 

野幌地区 6,949 27.5％ 

大麻地区 3,174 12.5％ 

当別町 635 2.5% 

南幌町 1,028 4.1% 

岩見沢市 473 1.9% 

新篠津村 320 1.3% 

札幌市厚別区 244 1.0% 

その他 1,537 6.1% 

合計 25,297 100.0% 

（うち江別市内） 21,060 83.3% 

【入院実患者数（地区別）】 

 

 

 

（出典：令和３年及び令和４年患者データ） 

 

   【外来実患者数（地区別）】 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和３年及び令和４年患者データ） 

 

     人数（人） 構成比 

江別地区 1,590 36.5% 

野幌地区 1,132 26.0% 

大麻地区 652 15.0% 

当別町 156 3.6% 

南幌町 142 3.2% 

岩見沢市 77 1.8% 

札幌市厚別区 60 1.4% 

新篠津村 53 1.2% 

その他 495 11.3% 

合計 4,357 100.0% 

（うち江別市内） 3,374 77.4% 

     人数（人） 構成比 

江別地区 15,050 40.3％ 

野幌地区 10,258 27.5％ 

大麻地区 5,404 14.5％ 

当別町 1,350 3.6% 

南幌町 1,128 3.0% 

岩見沢市 534 1.4% 

新篠津村 476 1.3% 

札幌市厚別区 417 1.1% 

その他 2,721 7.3% 

合計 37,338 100.0% 

（うち江別市内） 30,712 82.3% 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

(2) 職種別職員数の推移 

    令和６年度の正職員数は、３４４人となっており、令和元年度に比較し、４人減少していま

す。この要因は、平成３０年度から１病棟（５０床）の休床を含む病棟再編を行うなど、診療

体制の効率化による人員配置の適正化の取組を進めた効果によるものと考えられます。 

一方、令和６年度の総職員数は、５４１人となっており、令和元年度に比較し、６１人増加

しています。これは、会計年度任用職員の医師（臨床研修医等）が増加したほか、夜勤帯にお

ける看護補助者の配置、医師事務作業補助者の体制強化や、健診センターの直営化などの取組

を進めてきたことによるものです。 

（単位：人） 

     Ｒ元 

実績 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

実績 

Ｒ６ 

実績 

正
職
員 

医師 34 31 32 32 34 33 

医療技術職員 59 59 60 60 62 63 

看護職員 230 227 223 218 214 213 

事務職員等 25 25 28 29 30 35 

小計 348 342 343 339 340 344 

非
常
勤
等 

医師 3 1 3 7 9 8 

その他 129 130 147 171 189 189 

小計 132 131 150 178 198 197 

総合計 480 473 493 517 538 541 

    ※各年度５月１日現在 

 

(3) 経営再建計画の取組状況 

  経営再建計画における最終年度である令和５年度の目標値と比較すると、救急搬送患者数は

目標を達成し、そのほか多くの指標で目標値に近づきました。 

一方、手術件数、紹介率、逆紹介率、１日当たり入院患者数、新規入院患者数などの指標に

ついては、達成率は低く、大きな課題が残りました。今後は、これらの指標を向上させていく

ことが求められます。 

 

 ①医療機能等指標に係る数値目標 
 
 ・医療機能・医療品質に係るもの 

 Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

救急搬送患者数（人） 824 1,137 1,379 1,139 1,601 1,600 

手術件数（件） 1,722 1,523 1,664 1,827 1,670 2,000 

分娩件数（件） 501 452 464 488 430 500 

訪問看護件数（件） 4,002 3,854 3,897 3,510 3,125 4,200 

      ※訪問看護件数は精神科訪問看護を除いた件数 

 

(2) 職種別職員数の推移 

    令和５年度の正職員数は、３４０人となっており、令和元年度に比較し、８人減少していま

す。この要因は、平成３０年度から１病棟（５０床）の休床を含む病棟再編を行うなど、診療

体制の効率化による人員配置の適正化の取組を進めた効果によるものと考えられます。 

一方、令和５年度の総職員数は、５３８人となっており、令和元年度に比較し、５８人増加

しています。これは、会計年度任用職員の医師（臨床研修医等）が増加したほか、夜勤帯にお

ける看護補助者の配置、医師事務作業補助者の体制強化や、健診センターの直営化などの取組

を進めてきたことによるものです。 

（単位：人） 

     Ｒ元 

実績 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

実績 

正
職
員 

医師 34 31 32 32 34 

医療技術職員 59 59 60 60 62 

看護職員 230 227 223 218 214 

事務職員等 25 25 28 29 30 

小計 348 342 343 339 340 

非
常
勤
等 

医師 3 1 3 7 9 

その他 129 130 147 171 189 

小計 132 131 150 178 198 

総合計 480 473 493 517 538 

    ※各年度５月１日現在 

 

(3) 経営再建計画の取組状況 

  経営再建計画策定時に設定した指標値の実績について、令和５年度における目標と比較する

と、多くの指標で目標値に近づきつつあります。 

一方、救急搬送患者数、紹介率、逆紹介率、１日当たり入院患者数、新規入院患者数などの

指標については、達成が困難な状況にあります。今後は、これらの指標を向上させていくこと

が課題となります。 

 

 ①医療機能等指標に係る数値目標 
 
 ・医療機能・医療品質に係るもの 

 Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

救急搬送患者数（人） 824 1,137 1,379 1,139 1,600 

手術件数（件） 1,722 1,523 1,664 1,827 2,000 

分娩件数（件） 501 452 464 488 500 

訪問看護件数（件） 4,002 3,854 3,897 3,510 4,200 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

・その他 

 Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

紹介率 15.3% 20.2% 19.9% 14.1% 10.5% 25.0% 

逆紹介率 19.2% 31.7% 13.2% 19.0% 19.5% (25.0%) 

      ※令和４年度診療報酬改定で、紹介率の算定方法が変更になっている。 

      ※令和５年度から外来機能報告基準の計算方法に変更 

 ②経営指標の状況 

 ・収支改善に係る指標 

   Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

経常収支比率 83.5% 89.1% 103.2% 106.2% 98.1% 102.3% 

医業収支比率 77.6% 83.2% 94.6% 95.5% 84.6% 96.8% 

 

 ・経費削減に係る指標 

   Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

医業収益に対する給与費の割合 66.1% 62.9% 57.0% 56.3% 64.5% 53.7% 

医療収益に対する材料費の割合 18.6% 16.4% 14.4% 14.2% 15.3% 16.9% 

医業収益に対する委託料の割合 16.4% 15.2% 12.9% 12.2% 13.1% 12.6% 

 

 ・収入確保に係る指標 

   Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

１日当たり入院患者数（人） 173 181 180 175 181 210 

１日当たり外来患者数（人） 560 504 546 571 547 600 

新規入院患者数（人） 4,258 4,064 4,216 4,229 4,424 5,500 

入院期間Ⅱでの退院・転棟者割合 44.2% 37.7% 39.0% 38.5% 41.3％ 50.0% 

 

 ・経営の安定性に係る指標 

   Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

医師数（人） 34 32 33 41 43 42 

不良債務額（千円） 1,038,322 886,951 459,295 361,728 694,750 739,405 

他会計長期借入金残高（千円） 2,275,563 2,275,563 2,275,563 2,275,563 2,150,500 2,150,500 

企業債残高（千円） 5,001,619 4,988,159 4,514,023 5,135,987 5,017,661 3,934,840 

累積欠損金（千円） 11,191,449 11,908,344 11,732,785 314,754 474,626 12,289,802 

資金不足比率 0.6% － － － － － 

    ※医師数は、会計年度任用職員を含む各年度末現在の人数。 

・その他 

 Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

紹介率 15.3% 20.2% 19.9% 14.1% 25.0% 

逆紹介率 19.2% 31.7% 13.2% 19.0% （25.0%） 

      ※令和４年度診療報酬改定で、紹介率の算定方法が変更になっている。 

 

 ②経営指標の状況 

 ・収支改善に係る指標 

   Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

経常収支比率 83.5% 89.1% 103.2% 106.2% 102.3% 

医業収支比率 77.6% 83.2% 94.6% 95.5% 96.8% 

 

 ・経費削減に係る指標 

   Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

医業収益に対する給与費の割合 66.1% 62.9% 57.0% 56.3% 53.7% 

医療収益に対する材料費の割合 18.6% 16.4% 14.4% 14.2% 16.9% 

医業収益に対する委託料の割合 16.4% 15.2% 12.9% 12.2% 12.6% 

 

 ・収入確保に係る指標 

   Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

１日当たり入院患者数（人） 173 181 180 175 210 

１日当たり外来患者数（人） 560 504 546 571 600 

新規入院患者数（人） 4,258 4,064 4,216 4,229 5,500 

入院期間Ⅱでの退院・転棟者割合 44.2% 37.7% 39.0% 38.5% 50.0% 

 

 ・経営の安定性に係る指標 

   Ｒ元 

基準値 

Ｒ２ 

実績 

Ｒ３ 

実績 

Ｒ４ 

実績 

Ｒ５ 

目標 

医師数（人） 34 32 33 41 42 

不良債務額（千円） 1,038,322 886,951 459,295 361,728 739,405 

他会計長期借入金残高（千円） 2,275,563 2,275,563 2,275,563 2,275,563 2,150,500 

企業債残高（千円） 5,001,619 4,988,159 4,514,023 5,135,987 3,934,840 

累積欠損金（千円） 11,191,449 11,908,344 11,732,785 314,754 12,289,802 

資金不足比率 0.6% － － － － 

    ※医師数は、会計年度任用職員を含む各年度末現在の人数。 

14



●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第３章 経営強化プラン 
 

第１節 役割・機能の最適化と連携の強化 
 
 １ 地域医療構想等を踏まえた市立病院の果たすべき役割・機能  
   「地域医療構想」は、将来（２０２５年（令和７年））の医療需要に基づき、効率的で質の高

い医療提供体制を構築することを目的として、都道府県が策定するもので、北海道では、平成２

８年１２月に「北海道地域医療構想」を策定しています。 

   市立病院では、これまで「地域の医療をつなぎ、地域に密着した医療」を提供し、地域の発展

に貢献できるよう様々な取組を進めてきたところですが、地域における医療環境の変化や当院

の診療体制の方向性を踏まえ、地域が求める専門的な急性期医療を提供し、公立病院として担う

べき医療の重点化を進めます。 

「医療機能」では、「入院」を強化するとともに、市民にとって医療との接点（入口）となる

「健診（予防医療）」の充実を図ります。また、「手術」・「在宅医療」の機能を維持しつつ、「外

来」については、市立病院が担うべき役割を明確化した上で、地域の医療機関との連携をより

一層強化し、機能分化を進めます。 

「５疾病」では、消化器系を中心とした「がん」診療の機能を強化するとともに、質の高い治

療・療養生活を送ることができるよう緩和ケアの充実を図ります。また、高齢者人口の増加を見

据え、急性心筋梗塞などの「心血管疾患」、認知症を含む「精神疾患」の診療機能を維持し、市民

が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、市立病院の総合力を活かした高齢者

医療の充実に努めます。 

「６事業」では、市民の命を守る「救急医療」の機能を強化するとともに、「小児医療」・「周産

期医療」の機能を維持し、市民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりに努めます。また、

「感染症医療」については、地域の関係機関との連携を強化し、感染拡大時に備えた取組を進め

ます。 

病床規模については、病床運営の効率化を図るため、令和２年度に、一般病床及び精神病床を

縮小していますが、経営強化プランの計画期間中においては、将来的な医療需要の変化に対応で

きるよう、現状の稼働病床数（２６７床）を維持することとします。 

なお、許可病床数については、厳しい経営状況を踏まえ、国の病床数適正化支援事業を活用し、

経営改善を図ることを目的として、令和７年度に精神病床１０床を削減し、許可病床数の適正化

を進めています。 

   

  ◆計画期間中における医療機能、５疾病及び６事業の方向性 

   

 

  

 

 

 

 

 

 機能強化 機能維持 
機能分化 

（連携強化） 

医療機能 
入院 

健診（予防医療） 

手術 

在宅医療 
外来 

５疾病 がん 
心血管疾患 

精神疾患 

脳卒中 

糖尿病 
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救急医療 
小児医療 
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感染症医療 

第３章 経営強化プラン 
 

第１節 役割・機能の最適化と連携の強化 
 
 １ 地域医療構想等を踏まえた市立病院の果たすべき役割・機能  
   「地域医療構想」は、将来（２０２５年（令和７年））の医療需要に基づき、効率的で質の高

い医療提供体制を構築することを目的として、都道府県が策定するもので、北海道では、平成２

８年１２月に「北海道地域医療構想」を策定しています。 

   市立病院では、「北海道地域医療構想」や地域医療の需給動向を踏まえ、「地域の医療をつなぎ、

地域に密着した医療を提供し、地域の発展に貢献する病院」として、公立病院として担うべき医

療の重点化を進めます。 

「医療機能」では、「入院」を強化するとともに、市民にとって医療との接点（入口）となる

「健診（予防医療）」の充実を図ります。また、「手術」・「在宅医療」の機能を維持しつつ、「外

来」については、市立病院が担うべき役割を明確化した上で、地域の医療機関との連携をより

一層強化し、機能分化を進めます。 

「５疾病」では、緩和ケアを充実させ、「がん」診療の機能を強化します。また、高齢者人口の

増加を見据え、急性心筋梗塞などの「心血管疾患」、認知症を含む「精神疾患」の診療機能を維持

し、市民が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、市立病院の総合力を活かし

た高齢者医療の充実に努めます。 

 

「６事業」では、市民の命を守る「救急医療」の機能を強化するとともに、「小児医療」・「周産

期医療」の機能を維持し、市民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりに努めます。また、

「感染症医療」については、地域の関係機関との連携を強化し、感染拡大時に備えた取組を進め

ます。 

なお、病床運営の効率化を図るため、令和２年度に、一般病床及び精神病床を縮小しています

が、経営強化プランの計画期間中においては、将来的な医療需要の変化に対応できるよう、現状

の病床規模（２６７床）を維持することとします。 

   

 

 

 

 

  ◆計画期間中における医療機能、５疾病及び６事業の方向性 
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（連携強化） 

医療機能 
入院 

健診（予防医療） 

手術 

在宅医療 
外来 
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感染症医療 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

【病床の運用状況（令和７年１０月現在）】 

 一般病床 精神病床 

許可病床 ２７８床（６病棟） ４９床（１病棟） 

稼働病床 ２２４床（５病棟） ４３床（１病棟） 

 

(1) 各医療機能における具体的な取組 
 

①入院 ～ 機能強化 

〇高齢者救急や緩和ケアなど、担うべき医療を重点化し入院機能を強化します。 

〇地域の基幹的医療機関として急性期機能を維持しつつ、回復期医療の需要に 

応えるための体制整備を進めます。 

    〇消化器病センターを設置し、消化器内科と外科の連携を強化し、消化器疾患に 

おける診断から治療までを一貫して行う体制整備を進めます。 

    〇チーム医療を推進し、入退院支援、せん妄予防、認知症ケア、ポリファーマ 

シー対策、栄養サポート、排尿自立支援、摂食嚥下機能訓練、骨折予防、呼 

吸ケア等に取り組み、入院医療の質の向上を図ります。 
 
②健診（予防医療） ～ 機能強化 

〇市民の健康寿命の延伸に向けて、健診センターの機能を強化し健診受診者の 

増加を図るほか、オプション検査の充実など、健診の質の向上を目指します。 
 

③手術～ 機能維持  

〇保有する医療資源を有効に活用し、急性期医療への需要に応える体制を維持 

するとともに、ＡＩやロボット技術等の活用に向けた研究を進めます。 
 
④在宅医療 ～ 機能維持 

〇地域の医療機関や民間事業者との役割分担を進めつつ、地域包括ケア病棟の 

活用など、在宅・介護施設等からの患者受入れに取り組みます。 

    〇訪問看護ステーションでは、精神科訪問看護やターミナルケアへの対応など、 

市民の需要に応えることができる体制を継続します。 
 
⑤外来 ～ 機能分化 

〇総合的な病院機能を必要とする高齢者医療や専門的な医療に対する市民のニ 

ーズに応えつつ、かかりつけ医機能を持つ診療所等との連携を強化します。 

〇「紹介受診重点医療機関」の指定に向けて、手術や入院前後、高度医療機器 

等を必要とする外来などへの重点化（外来機能の重点化）を進めます。 

〇地域全体の医療の質の向上を図るため、高度医療機器の共同利用など、市立 

病院の医療資源を地域で共有する取組を進めます。 
  

(2) ５疾病における具体的な取組 
 
① がん ～ 機能強化 

〇消化器がんの集学的治療を行う消化器病センターの機能を充実させ、より質 

の高いがん診療提供体制を整備します。 

【病床の運用状況（令和５年４月現在）】 

 一般病床 精神病床 

許可病床 ２７８床（６病棟） ５９床（１病棟） 

稼働病床 ２２４床（５病棟） ４３床（１病棟） 

 

(1) 各医療機能における具体的な取組 
 

①入院 ～ 機能強化 

〇高齢者救急や緩和ケアなど、担うべき医療を重点化し入院機能を強化します。 

〇地域の基幹的医療機関として急性期機能を維持しつつ、回復期医療の需要に 

応えるための体制整備を進めます。 

 

 

    〇チーム医療を推進し、入退院支援、せん妄予防、認知症ケア、ポリファーマ 

シー対策、栄養サポート、排尿自立支援、摂食嚥下機能訓練、骨折予防、呼 

吸ケア等に取り組み、入院医療の質の向上を図ります。 
 
②健診（予防医療） ～ 機能強化 

〇市民の健康寿命の延伸に向けて、健診センターの機能を強化し健診受診者の 

増加を図るほか、オプション検査の充実など、健診の質の向上を目指します。 
 

③手術～ 機能維持  

〇保有する医療資源を有効に活用し、急性期医療への需要に応える体制を維持 

するとともに、ＡＩやロボット技術等の活用に向けた研究を進めます。 
 
④在宅医療 ～ 機能維持 

〇地域の医療機関や民間事業者との役割分担を進めつつ、地域包括ケア病棟の 

活用など、在宅・介護施設等からの患者受入れに取り組みます。 

    〇訪問看護ステーションでは、精神科訪問看護やターミナルケアへの対応など、 

市民の需要に応えることができる体制を継続します。 
 
⑤外来 ～ 機能分化 

〇総合的な病院機能を必要とする高齢者医療や専門的な医療に対する市民のニ 

ーズに応えつつ、かかりつけ医機能を持つ診療所等との連携を強化します。 

〇「紹介受診重点医療機関」の指定に向けて、手術や入院前後、高度医療機器 

等を必要とする外来などへの重点化（外来機能の重点化）を進めます。 

〇地域全体の医療の質の向上を図るため、高度医療機器の共同利用など、市立 

病院の医療資源を地域で共有する取組を進めます。 
  

(2) ５疾病における具体的な取組 
 
① がん ～ 機能強化 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

〇がん患者が住み慣れた地域社会で生活していくために必要な支援を受けられ 

るよう、市民から期待の高い緩和ケア等の機能を強化します。 

〇がん検診、ＣＴによる画像診断、病理診断等による早期発見に取り組むとと 

もに、札幌市内の専門的な医療機関との連携を深めつつ、化学療法や相談支 

援体制の充実を図り、「北海道がん診療連携指定病院」の指定を目指します。 
  

②心血管疾患 ～ 機能維持 

〇高齢化の進展に伴い、心不全等の患者が増加することを見据えて、機能を維 

持するとともに、急性心筋梗塞等、急性期の心血管疾患に対応するため、必 

要な診療体制を整備します。 

 

③精神疾患 ～ 機能維持 

    〇総合的な病院機能を必要とする精神科身体合併症への対応など、公立病院が 

担うべき政策医療への重点化を進めます。 

〇「認知症看護相談外来」や「もの忘れ外来」など、市立病院が保有する人的 

資源や高度医療機器を活用した認知症への取組をさらに進めます。 

〇認知症疾患医療センターとして、認知症患者とその家族を支える医療の実現 

を目指し、地域の医療機関や関係機関との連携を強化します。 
  

④脳卒中～ 機能分化 

    〇他の医療機関との連携を強化し、高度医療機器を活用した予防医療(脳ドッ 

ク)に取り組みます。 
 
⑤糖尿病 ～ 機能分化 

〇認定看護師による「糖尿病看護専門外来」や多職種連携による「糖尿病教 

室」を実施するとともに、専門医療の充実に向け、「糖尿病専門外来」の開 

設を目指します。 

  

(3) ６事業（へき地医療を除く。） 
 

   ①救急医療 ～ 機能強化 

〇高齢者救急の増加を見据え、札幌医療圏の高度急性期病院や、市内の急性期病 

院との連携を強化しつつ、救急医療の充実を目指します。 

〇医師会、市内医療機関と連携しながら、二次救急輪番制を推進し、救急医療提供 

体制の安定化を図ります。 
 
②小児医療 ～ 機能維持 

〇市内で唯一の入院病床を保有することから、機能を維持します。また、外来 

については「アレルギー専門外来」など、専門医療の充実を図ります。 
 
③周産期医療～ 機能維持 

〇市内で唯一の分娩施設であることから、機能を維持します。また、産前・産 

後のケア事業、産後食の充実などに取り組み、「妊婦に選ばれる病院」を目 

指します。 

〇がん患者が住み慣れた地域社会で生活していくために必要な支援を受けられ 

るよう、市民から期待の高い緩和ケア等の機能を強化します。 

〇がん検診、ＣＴによる画像診断、病理診断等による早期発見に取り組むとと 

もに、札幌市内の専門的な医療機関との連携を深めつつ、化学療法や相談支 

援体制の充実を図り、「北海道がん診療連携指定病院」の指定を目指します。 
  

②心血管疾患 ～ 機能維持 

〇高齢化の進展に伴い、心不全等の患者が増加することを見据えて、機能を維 

持するとともに、急性心筋梗塞等、急性期の心血管疾患に対応するため、必 

要な診療体制を整備します。 

 

③精神疾患 ～ 機能維持 

    〇総合的な病院機能を必要とする精神科身体合併症への対応など、公立病院が 

担うべき政策医療への重点化を進めます。 

〇「認知症看護相談外来」や「もの忘れ外来」など、市立病院が保有する人的 

資源や高度医療機器を活用した認知症への取組をさらに進めます。 

〇認知症疾患医療センターとして、認知症患者とその家族を支える医療の実現 

を目指し、地域の医療機関や関係機関との連携を強化します。 
  

④脳卒中～ 機能分化 

    〇他の医療機関との連携を強化し、高度医療機器を活用した予防医療(脳ドッ 

ク)に取り組みます。 
 
⑤糖尿病 ～ 機能分化 

〇認定看護師による「糖尿病看護専門外来」や多職種連携による「糖尿病教 

室」を実施するとともに、専門医療の充実に向け、「糖尿病専門外来」の開 

設を目指します。 

  

(3) ６事業（へき地医療を除く。） 
 

   ①救急医療 ～ 機能強化 

〇高齢者救急の増加を見据え、札幌医療圏の高度急性期病院や、市内の急性期病 

院との連携を強化しつつ、救急医療の充実を目指します。 

〇医師会、市内医療機関と連携しながら、二次救急輪番制を推進し、救急医療提供 

体制の安定化を図ります。 
 
②小児医療 ～ 機能維持 

〇市内で唯一の入院病床を保有することから、機能を維持します。また、外来 

については「アレルギー専門外来」など、専門医療の充実を図ります。 
 
③周産期医療～ 機能維持 

〇市内で唯一の分娩施設であることから、機能を維持します。また、産前・産 

後のケア事業、産後食の充実などに取り組み、「妊婦に選ばれる病院」を目 

指します。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

〇「地域周産期母子医療センター」の指定を受け、安心して子どもを産み育て 

られる環境を確保します。 
 

④災害医療～ 機能分化 

〇業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき、災害への対応能力の向上を図ります。 

〇地域の基幹的医療機関として、関係機関との連携を強化しつつ、災害時の医 

療提供体制の整備に向けた検討を進めます。 
 
⑤感染症医療 ～ 機能分化 

〇札幌医療圏の医療機関や関係機関との連携を強化し、一般の入院医療を提供す 

る公立病院としての役割を果たします。 

 
２ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能  

    国は、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続

けることができるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括

ケアシステム構築の実現を目指しています。 

江別市では、国の方針を踏まえて、「江別市医療介護連携推進協議会」を設置し、介護や福祉の

関係団体のほか、市立病院を含む市内の医療機関など、関係機関の参画のもと、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けた協議を進めています。 

市立病院では、これらの取組を踏まえ、関係機関との連携を強化し、高齢者が住み慣れた地域

の中で、質の高い療養生活を人生の最後まで送ることができるよう、在宅医療や緩和ケアに係る

診療体制の整備を進めるほか、認知症高齢者の増加を見据え、認知症高齢者とその家族を支える

医療の充実に努めます。 

地域包括ケアシステムの構築に向けては、「健康寿命」を延ばし、介護を予防するという視点

も重要です。市立病院では、生活習慣病（高血圧症など）や骨粗しょう症の予防・早期発見に向

けて、健診事業の充実を進めます。 

 

３ 機能分化・連携強化 
 

(1) 市内の医療機関との連携（紹介・逆紹介の推進） 

地域の基幹的な医療機関として、市民のニーズに応えつつ、可能な限り市内で対応できる地

域医療体制を構築するため、市内の医療機関との連携を強化し、かかりつけ医機能をもつ診療

所等への逆紹介を積極的に進めます。 

紹介患者の増加に向けては、市内の医療機関に向けた積極的な情報発信や、個別の挨拶訪問

などを継続して行うほか、医師会と連携し、「病診連携講演会」の開催などに取り組み、市内の

医療機関との「顔が見える関係づくり」を進めます。 

また、地域全体の医療の質の向上に向けて、ＩＣＴ（地域医療連携ネットワーク）を活用し、

連携医療機関との情報の共有を進めます。 

 

(2) 専門的医療機関との連携（機能分化・連携強化の推進） 

患者にとって最適な医療を提供する観点から、高度・専門的医療が必要な疾患への対応につ

いては、札幌市内の医療機関と連携を強化します。 

〇安心して子どもを産み育てられる環境を確保するため、「地域周産期母子医 

 療センター」の指定に向けた研究を進めます。 
 
④災害医療～ 機能分化 

〇業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき、災害への対応能力の向上を図ります。 

〇地域の基幹的医療機関として、関係機関との連携を強化しつつ、災害時の医 

療提供体制の整備に向けた検討を進めます。 
 
⑤感染症医療 ～ 機能分化 

〇札幌医療圏の医療機関や関係機関との連携を強化し、一般の入院医療を提供す 

る公立病院としての役割を果たします。 

 
２ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能  

    国は、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続

けることができるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括

ケアシステム構築の実現を目指しています。 

江別市では、国の方針を踏まえて、「江別市医療介護連携推進協議会」を設置し、介護や福祉の

関係団体のほか、市立病院を含む市内の医療機関など、関係機関の参画のもと、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けた協議を進めています。 

市立病院では、これらの取組を踏まえ、関係機関との連携を強化し、高齢者が住み慣れた地域

の中で、質の高い療養生活を人生の最後まで送ることができるよう、在宅医療や緩和ケアに係る

診療体制の整備を進めるほか、認知症高齢者の増加を見据え、認知症高齢者とその家族を支える

医療の充実に努めます。 

地域包括ケアシステムの構築に向けては、「健康寿命」を延ばし、介護を予防するという視点も

重要です。市立病院では、生活習慣病（高血圧症など）や骨粗しょう症の予防・早期発見に向け

て、健診事業の充実を進めます。 

 

３ 機能分化・連携強化 
 

(1) 市内の医療機関との連携（紹介・逆紹介の推進） 

地域の基幹的な医療機関として、市民のニーズに応えつつ、可能な限り市内で対応できる地

域医療体制を構築するため、市内の医療機関との連携を強化し、かかりつけ医機能をもつ診療

所等への逆紹介を積極的に進めます。 

紹介患者の増加に向けては、市内の医療機関に向けた積極的な情報発信や、個別の挨拶訪問

などを継続して行うほか、医師会と連携し、「病診連携講演会」の開催などに取り組み、市内の

医療機関との「顔が見える関係づくり」を進めます。 

また、地域全体の医療の質の向上に向けて、ＩＣＴ（地域医療連携ネットワーク）を活用し、

連携医療機関との情報の共有を進めます。 

 

(2) 専門的医療機関との連携（機能分化・連携強化の推進） 

患者にとって最適な医療を提供する観点から、高度・専門的医療が必要な疾患への対応につ

いては、札幌市内の医療機関と連携を強化します。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

また、引き続き、札幌市内の高度急性期を担う医療機関と連携し、回復期の患者を受け入れ

る取組を進めます。 

 

(3) 江別・南空知先端医療推進協議会（広域ネットワークの構築） 

江別市では、令和５年２月に「江別・南空知先端医療推進協議会」（構成団体：江別市、当別

町、新篠津村、南幌町）を設立し、「高度先進地域医療」の実現に向けた取組を進めています。

市立病院は、同協議会の取組等を通じて、近隣自治体の医療機関との連携強化を進めます。 

なお、地域医療連携推進法人の導入による広域でのネットワーク化については、道内での先

行事例もあることから、引き続き、調査・研究を行います。 

   

(4) 地域医療連携推進法人の設立 

江別市では、渓和会江別病院と、市内に２つしかない急性期総合病院である市立病院と渓和

会江別病院の連携を強化し、可能な限り市内で完結できる医療体制の確立を目指すため、令和

７年度末に地域医療連携推進法人である、「メディカルアライアンス江別」の設立に向けて準備

を進めています。 

連携強化に向け、メディカルアライアンス江別の医療連携推進方針で定める、紹介・逆紹介

に係る統一的な仕組みの構築や医療人材の育成強化・交流等の取組について協議を進めます。 

 

４ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 
 
  市立病院が、地域住民から期待される役割を果たすとともに、病院全体で、医療サービスの質

を高め、患者満足度の向上を図るために、次のとおり数値目標を定め、医療機能や医療の質、連

携の強化等を図ります。 

 

  (1) 医療機能に係るもの 

   ①救急搬送患者数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 1,139 人 1,800 人 

 

②手術件数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 1,827 件 2,500 件 

 

③分娩件数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 488 件 500 件 

 

また、引き続き、札幌市内の高度急性期を担う医療機関と連携し、回復期の患者を受け入れ

る取組を進めます。 

 

(3) 江別・南空知先端医療推進協議会（広域ネットワークの構築） 

江別市では、令和５年２月に「江別・南空知先端医療推進協議会」(構成団体：江別市、当別町、

新篠津村、南幌町）を設立し、「高度先進地域医療」の実現に向けた取組を進めています。市立

病院は、同協議会の取組等を通じて、近隣自治体の医療機関との連携強化を進めます。 

なお、地域医療連携推進法人の導入による広域でのネットワーク化については、道内での先

行事例もあることから、引き続き、調査・研究を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 
 
  市立病院が、地域住民から期待される役割を果たすとともに、病院全体で、医療サービスの質

を高め、患者満足度の向上を図るために、次のとおり数値目標を定め、医療機能や医療の質、連

携の強化等を図ります。 

 

  (1) 医療機能に係るもの 

   ①救急搬送患者数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 1,139 人 1,800 人 

 

   ②手術件数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 1,827 件 2,000 件 

 

③分娩件数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 488 件 500 件 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

   ④訪問看護件数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 5,136 件 5,400 件 

    ※精神科訪問看護を含む。 

 

⑤化学療法件数（レジメン件数） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 420 件 500 件 

 

  (2) 医療の質に係るもの 

   ①入院期間Ⅱ以内での退院・転棟者割合（ＤＰＣ病床） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 52.0％ 60.0％ 

 
(3) 連携の強化等に係るもの 

   ①紹介率（地域医療支援病院基準） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 10.5％ 50.0％ 

    ※紹介率＝紹介患者数÷初診の患者数×１００。なお、令和４年度について、 
発熱外来受診者数（9,091 人）を除外して算出した場合の紹介率は、19.4％。 

 

   ②逆紹介率（地域医療支援病院基準） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 13.3％ 40.0％ 

    ※逆紹介率＝逆紹介患者数÷初診の患者数×１００。なお、令和４年度について、 
発熱外来受診者数（9,091 人）を除外して算出した場合の逆紹介率は、24.3％。 

 

(4) その他 

①健診センターにおける健診受診者数（実人員数） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 3,667 人 6,900 人 

 

 

   ④訪問看護件数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 5,136 件 5,400 件 

    ※精神科訪問看護を含む。 

 

⑤化学療法件数（化学療法無菌調剤件数） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 682 件 700 件 

 

  (2) 医療の質に係るもの 

   ①入院期間Ⅱ以内での退院・転棟者割合（ＤＰＣ病床） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 52.0％ 60.0％ 

 
(3) 連携の強化等に係るもの 

   ①紹介率（地域医療支援病院基準） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 10.5％ 50.0％ 

    ※紹介率＝紹介患者数÷初診の患者数×１００。なお、令和４年度について、 
発熱外来受診者数（9,091 人）を除外して算出した場合の紹介率は、19.4％。 

 

   ②逆紹介率（地域医療支援病院基準） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 13.3％ 40.0％ 

    ※逆紹介率＝逆紹介患者数÷初診の患者数×１００。なお、令和４年度について、 
発熱外来受診者数（9,091 人）を除外して算出した場合の逆紹介率は、24.3％。 

 

(4) その他 

①健診センターにおける健診受診者数（実人員数） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 3,667 人 6,900 人 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

 

【参考】「紹介受診重点医療機関」の導入を踏まえた取組の方向性≪イメージ≫ 

      ※第３章 第１節 １（１）⑤外来 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「紹介受診重点医療機関」の導入を踏まえた取組の方向性≪イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

５ 一般会計負担の考え方 
 

自律的な経営と政策医療等に対する一般会計からの公費負担によって、収支均衡を実現し、持

続可能な医療提供体制を確立することを目指します。 

市民アンケートの結果では、政策医療を確保するための財政支援の必要性について、一定の理

解が得られています。市立病院では、このアンケート結果も踏まえつつ、一般会計が負担する経

費について、総務省が通知する繰出基準に基づき政策医療の確保等に必要な範囲とし、基準外繰

出を逓減できるよう経営改善を進めます。 

なお、一般会計からの長期借入金については、新たな借入をしないよう、健全な財務基盤の確

立を図ります。 

 

 ６ 住民理解のための取組 
   
   市立病院では、経営再建を進めるには、市民の理解と協力が不可欠であるという認識のもと、

市広報誌での経営情報の発信や出前講座などに取り組んできました。 

   しかし、市民アンケートの結果では、市立病院が提供する医療内容への認知度、経営再建の取

組への認知度ともに低くなっていることから、これらを高めるため、年齢層、地域特性なども踏

まえ、戦略的に広報活動を展開していく必要があります。 

市立病院では、これらのアンケート結果を踏まえ、これまで以上に、市民の視点に立った情報

発信に努めるとともに、市広報誌、病院広報誌、ホームページ、出前講座など、多様な媒体を活

用した広報活動の充実を進めます。 

   また、市民アンケートでは、「外来診療」を重要とする意見が多かったことから、市立病院が

担うべき医療を重点化する意義や地域医療連携の必要性などについて、丁寧な情報発信に努め

ながら、外来機能の重点化を進めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 一般会計負担の考え方 
 

自律的な経営と政策医療等に対する一般会計からの公費負担によって、収支均衡を実現し、持

続可能な医療提供体制を確立することを目指します。 

市民アンケートの結果では、政策医療を確保するための財政支援の必要性について、一定の理

解が得られています。市立病院では、このアンケート結果も踏まえつつ、一般会計が負担する経

費について、総務省が通知する繰出基準に基づき政策医療の確保等に必要な範囲とし、基準外繰

出を逓減できるよう経営改善を進めます。 

なお、一般会計からの長期借入金（令和４年度末残高：2,275,563 千円）については、健全な

財務基盤の確立に向け、平準化を図りつつ、計画的に返済を進めます。 

 

 ６ 住民理解のための取組 
   
   市立病院では、経営再建を進めるには、市民の理解と協力が不可欠であるという認識のもと、

市広報誌での経営情報の発信や出前講座などに取り組んできました。 

   しかし、市民アンケートの結果では、市立病院が提供する医療内容への認知度、経営再建の取

組への認知度ともに低くなっていることから、これらを高めるため、年齢層、地域特性なども踏

まえ、戦略的に広報活動を展開していく必要があります。 

市立病院では、これらのアンケート結果を踏まえ、これまで以上に、市民の視点に立った情報

発信に努めるとともに、市広報誌、病院広報誌、ホームページ、出前講座など、多様な媒体を活

用した広報活動の充実を進めます。 

   また、市民アンケートでは、「外来診療」を重要とする意見が多かったことから、市立病院が

担うべき医療を重点化する意義や地域医療連携の必要性などについて、丁寧な情報発信に努めな

がら、外来機能の重点化を進めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参加型イベント「あなたの願いをツリーに飾りませんか？」 

（令和６年１２月 市立病院エントランス） 

市民参加型イベント「あなたの願いをツリーに飾りませんか？」 

（令和５年１２月 市立病院エントランス） 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第２節 医師・看護師等の確保と働き方改革 

 
 １ 医師・看護師等の確保 
 

市立病院では、持続可能な地域医療の確保に向けて、担うべき医療の重点化を図りつつ、医師・

看護師等の医療従事者の確保を計画的に進めます。また、診療の効率化と医療の質向上のため、

意欲・能力の高い人材を育成する体制を構築します。 

 重要課題である内科診療体制の構築に向けては、未来医療創造基金を活用した共同研究を進め

るなど、複数の大学医局との関係構築・強化に努めます。 

また、大学医局からの派遣状況を考慮しながら、人材紹介会社等の活用を継続し、定年退職後

の医師や育児中の医師など、多様な人材の採用に取り組みます。 
 

◆内科診療体制の方向性 

 

 

 

 

 

 

 
 
２ 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 
 

臨床研修医については、小児科・産婦人科・精神科を有する総合病院として、地域医療研修を

除く必修研修を自院で完結できるという当院の強みを生かし、引き続き、「江別市立病院臨床研

修プログラム」に基づく確保・育成を進めます。 

若手医師の確保には、「臨床」、「教育」に加え、「研究」に取り組める環境を整えることが必要

です。先進的な共同研究に取り組むなど、研究環境の充実を図ることで、若手医師にとって、働

きがいのある魅力的な病院となることを目指します。 

 

３ 医師の働き方改革への対応（元気が出る組織づくり） 
 
(1) 医師の働き方改革への対応 

医師招聘と医師の定着のために、ＩＣＴ活用による診療の効率化、チーム医療によるタスク・

シフティングの推進、救急輪番制の安定稼働など、「医師の働き方改革」への対応を着実に進

め、医師の勤務環境を整備します。 

 

    (2) 元気が出る組織づくり 

持続可能な医療提供体制を構築するためには、病院全体で働き方改革を進め、医療職全体の

勤務環境を整えることが重要です。 

市立病院では、「元気が出る組織づくり」を目指し、職場の「心理的安全性」を高めるため、

コミュニケーションの活性化、ワークライフバランスの充実、職域保健師によるサポート体制

の強化など、病院全体で働き方改革の取組を進めます。 

目    的 目指す価値 専門分野 必要人数 現状 

在宅・高齢者医療の提供 安  心 内 科 ２ ２ 

二次救急受入体制の整備 救  命 循環器内科 ３ ４ 

が ん 診 療 体 制 の 確 立 生活の質 
呼吸器内科 １ ０ 

消化器内科 ４ １ 

合    計 １０ ７ 

第２節 医師・看護師等の確保と働き方改革 

 
 １ 医師・看護師等の確保 
 

市立病院では、持続可能な地域医療の確保に向けて、担うべき医療の重点化を図りつつ、医師・

看護師等の医療従事者の確保を計画的に進めます。また、診療の効率化と医療の質向上のため、

意欲・能力の高い人材を育成する体制を構築します。 

 重要課題である内科診療体制の構築に向けては、未来医療創造基金を活用した共同研究を進め

るなど、複数の大学医局との関係構築・強化に努めます。 

また、大学医局からの派遣状況を考慮しながら、人材紹介会社等の活用を継続し、定年退職後

の医師や育児中の医師など、多様な人材の採用に取り組みます。 
 

◆内科診療体制の方向性 

 

 

 

 

 

 

 
 
２ 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 
 

臨床研修医については、小児科・産婦人科・精神科を有する総合病院として、地域医療研修を

除く必修研修を自院で完結できるという当院の強みを生かし、引き続き、「江別市立病院臨床研

修プログラム」に基づく確保・育成を進めます。 

若手医師の確保には、「臨床」、「教育」に加え、「研究」に取り組める環境を整えることが必要

です。先進的な共同研究に取り組むなど、研究環境の充実を図ることで、若手医師にとって、働

きがいのある魅力的な病院となることを目指します。 

 

３ 医師の働き方改革への対応（元気が出る組織づくり） 
 
(1) 医師の働き方改革への対応 

医師招聘と医師の定着のために、ＩＣＴ活用による診療の効率化、チーム医療によるタスク・

シフティングの推進、救急輪番制の安定稼働など、「医師の働き方改革」への対応を着実に進

め、医師の勤務環境を整備します。 

 

    (2) 元気が出る組織づくり 

持続可能な医療提供体制を構築するためには、病院全体で働き方改革を進め、医療職全体の

勤務環境を整えることが重要です。 

市立病院では、「元気が出る組織づくり」を目指し、職場の「心理的安全性」を高めるため、

コミュニケーションの活性化、ワークライフバランスの充実、職域保健師によるサポート体制

の強化など、病院全体で働き方改革の取組を進めます。 

目    的 目指す価値 専門分野 必要人数 現状 

在宅・高齢者医療の提供 安  心 内 科 ３ ２ 

二次救急受入体制の整備 救  命 循環器内科 ３ ２ 

が ん 診 療 体 制 の 確 立 生活の質 
呼吸器内科 ３ ０ 

消化器内科 ３ １ 

合    計 １２ ５ 

（単位：人） 

※腎臓・透析内科医を含め１２人体制。現状は、令和７年１０月現在の常勤医師数（事業管理者を除く。）。 

（単位：人） 

※人工透析内科医を含め１３人体制。現状は、令和５年１０月現在の常勤医師数（事業管理者を除く。）。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第３節 経営形態の見直し 

 
(1) 経営形態の現況（地方公営企業法の全部適用） 

市立病院は、経営の安定化に向けて、令和４年度に地方公営企業法の全部適用 へ移行し、

専任の事業管理者を設置しました。 

地方公営企業法の全部適用では、同法の一部適用と比較し、人事面や財務面で の自律性、

柔軟性が高まるとされていることから、その効果を最大限に発揮し、診療報酬の改定や医療制

度の変更に迅速に対応することで、経営強化を図ります。 

また、地方公営企業法の全部適用へ移行したことの効果については、継続的に検証を行うこ

ととします。 

 

(2) 経営形態移行の方向性 

江別市と近隣市町村を含む地域において、市立病院が長期的に経営を安定させ、持続的に医

療を提供するためには、他の医療機関との機能分化を図りつつ、民間医療機関並みに病院運営

を効率化する必要があります。 

そのためには、地域医療を取り巻く環境の変化に柔軟かつ迅速に対応することができる経営

形態である地方独立行政法人への移行を指向すべきものと考えます。 

しかしながら、地方独立行政法人化に向けては、不良債務の解消を図る必要があるほか、令

和１０年度に向けて企業債の償還がピークを迎えるなど、財務面を中心に多くの課題があるこ

とから、こうした課題に対応した上で、「江別市立病院経営評価委員会」の助言をいただきなが

ら、市民の意見も踏まえ検討を進めます。 

 

第４節 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

 
(1) 新型コロナウイルス感染症への対応 

市立病院では、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ感染症」という。）の「重点医療機

関」としての指定を受け、感染拡大時には、９床（陽性妊婦用病床１床を含む。）の受入病床を

確保し、陽性入院患者の受入れに取り組んだほか、発熱外来における診療に取り組みました。 

コロナ感染症の対応には、保健所の指導のもと、地域の医療機関、医師会等が連携して医療

提供体制を構築したところであり、今後、この連携を強化していくことが必要です。 

 

(2) 平時からの計画的な取組と新興感染症への対応 

地域の基幹的医療機関として、新興感染症の拡大時に備え、医師会や保健所等 との協力体

制を強化するとともに、コロナ感染症の経験を踏まえ、個人防護具など必要な物品の備蓄、医

療従事者や事務職員の育成など、診療体制の整備を進めます。 

また、新興感染症の感染拡大時には、感染管理室を中心として必要な感染対策を実施すると

ともに、入院機能を有する公立病院として適切に対応し、必要な病床を確保します。 

 
 

第３節 経営形態の見直し 

 
(1) 経営形態の現況（地方公営企業法の全部適用） 

市立病院は、経営の安定化に向けて、令和４年度に地方公営企業法の全部適用 へ移行し、

専任の事業管理者を設置しました。 

地方公営企業法の全部適用では、同法の一部適用と比較し、人事面や財務面で の自律性、

柔軟性が高まるとされていることから、その効果を最大限に発揮し、診療報酬の改定や医療制

度の変更に迅速に対応することで、経営強化を図ります。 

また、地方公営企業法の全部適用へ移行したことの効果については、継続的に検証を行うこ

ととします。 

 

(2) 経営形態移行の方向性 

江別市と近隣市町村を含む地域において、市立病院が長期的に経営を安定させ、持続的に医

療を提供するためには、他の医療機関との機能分化を図りつつ、民間医療機関並みに病院運営

を効率化する必要があります。 

そのためには、地域医療を取り巻く環境の変化に柔軟かつ迅速に対応することができる経営

形態である地方独立行政法人への移行を指向すべきものと考えます。 

しかしながら、地方独立行政法人化に向けては、不良債務の解消を図る必要があるほか、令

和１０年度に向けて企業債の償還がピークを迎えるなど、財務面を中心に多くの課題があるこ

とから、こうした課題に対応した上で、「江別市立病院経営評価委員会」の助言をいただきなが

ら、市民の意見も踏まえ検討を進めます。 

 

第４節 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

 
(1) 新型コロナウイルス感染症への対応 

市立病院では、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ感染症」という。）の「重点医療機

関」としての指定を受け、感染拡大時には、９床（陽性妊婦用病床１床を含む。）の受入病床を

確保し、陽性入院患者の受入れに取り組んだほか、発熱外来における診療に取り組みました。 

コロナ感染症の対応には、保健所の指導のもと、地域の医療機関、医師会等が連携して医療

提供体制を構築したところであり、今後、この連携を強化していくことが必要です。 

 

(2) 平時からの計画的な取組と新興感染症への対応 

地域の基幹的医療機関として、新興感染症の拡大時に備え、医師会や保健所等 との協力体

制を強化するとともに、コロナ感染症の経験を踏まえ、個人防護具など必要な物品の備蓄、医

療従事者や事務職員の育成など、診療体制の整備を進めます。 

また、新興感染症の感染拡大時には、感染管理室を中心として必要な感染対策を実施すると

ともに、入院機能を有する公立病院として適切に対応し、必要な病床を確保します。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

 

第５節 施設・設備等の最適化 
 

 １ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制 
 

(1) 施設・設備の改修等 

市立病院では、患者支援センターや健診センターの設置など、医療環境の変化に対応した施

設の改修を継続的に行ってきました。しかしながら、建設から２５年以上が経過し、施設の老

朽化が進むとともに、がん、リハビリテーションなど担うべき医療の充実に向けて、施設の狭

隘化が課題となっています。 

経営強化プランの計画期間内においては、地域に必要な医療を安定的に提供するため、屋上

防水や外壁等の外部改修工事を実施するほか、各種設備の計画的な整備・更新に向けて、必要

な調査を実施します。 

また、消化器疾患への対応強化に伴う内視鏡室の拡充や、がん医療の強化に向けた緩和ケア

医療の提供体制については、施設・設備面から検討を進めます。 

(2) 医療機器の計画的な更新 

医療機器については、市立病院が担うべき医療機能等を踏まえ、計画的な整備・更新を実施

し、将来にわたる財政負担を平準化します。 

また、救急医療の提供体制を確保し、急性心筋梗塞等に対応するため、心臓カテーテル検査

装置の更新を進めます。 

 

２ デジタル化への対応 
 

(1) 医療ＤＸの推進 

令和４年度に更新した電子カルテシステム等を最大限に活用し、既存の業務の見直しによる

業務効率化、院内データ活用による医療の質の向上など、医療ＤＸを推進します。また、モバ

イル診察券アプリ、ＷＥＢ予約システム等を積極的に活用し、患者サービスの向上を図るとと

もに、地域医療の充実に向けて、ＩＣＴを活用した患者情報の共有や遠隔診療（オンライン診

療等）に取り組みます。 

 

  

   (2) 情報セキュリティ対策 

医療機関が扱う医療情報は、極めてプライバシーに機微な情報であることから、デジタル化

に当たっては、情報セキュリティ対策の強化を同時に進めることが必要です。市立病院では、

厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を踏まえ、情報セキュリテ

ィ対策を徹底します。 

 

 

 (3) デジタル人材の育成 

医療ＤＸや情報セキュリティ対策を推進するため、デジタル技術の知識・技能等を有する人

材の育成を進めます。また、生成ＡＩ等の新しい技術を主体的に取り入れ、医療ＤＸを一層推

進できる体制の構築に取り組みます。 

 

第５節 施設・設備等の最適化 
 

 １ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制 
 

(1) 施設・設備の改修等 

市立病院では、患者支援センターや健診センターの設置など、医療環境の変化に対応した施

設の改修を継続的に行ってきました。しかしながら、建設から２５年が経過し、施設の老朽化

が進むとともに、がん、リハビリテーションなど担うべき医療の充実に向けて、施設の狭隘化

が課題となっています。 

経営強化プランの計画期間内においては、地域に必要な医療を安定的に提供するため、屋上

防水や外壁等の外部改修工事を実施するほか、各種設備の計画的な整備・更新に向けて、必要

な調査を実施します。また、がん医療の強化に向けた緩和ケア病棟の開設については、施設・

設備面からの検討を進めます。 

 

(2) 医療機器の計画的な更新 

医療機器については、市立病院が担うべき医療機能等を踏まえ、計画的な整備・更新を実施

し、将来にわたる財政負担を平準化します。 

また、救急医療の提供体制を確保し、急性心筋梗塞等に対応するため、心臓カテーテル検査

装置の更新を検討します。 

 

２ デジタル化への対応 
 

(1) マイナンバーの活用（オンライン資格確認） 

国は、令和３年１０月に今後のデータヘルスの基盤となるオンライン資格確認を導入しまし

た。このことにより、医療機関等の窓口で、患者の直近の資格情報等が確認できるようになっ

たほか、マイナンバーを用いた本人確認を行うことにより、特定健診等の情報や薬剤情報を閲

覧できるようになりました。 

これらの取組は、事務コストの軽減や、患者がより良い医療を受けられる環境の整備に繋が

ることから、市立病院でも、この取組に積極的に参加します。 

 

(2) 医療ＤＸの推進 

令和４年度に更新した電子カルテシステム等を最大限に活用し、既存の業務の見直しによる

業務効率化、院内データ活用による医療の質の向上など、医療ＤＸを推進します。また、モバ

イル診察券アプリ、ＷＥＢ予約システム等を積極的に活用し、患者サービスの向上を図るとと

もに、地域医療の充実に向けて、ＩＣＴを活用した患者情報の共有や遠隔診療（オンライン診

療等）に取り組みます。 

 

  (3) 情報セキュリティ対策 

医療機関が扱う医療情報は、極めてプライバシーに機微な情報であることから、デジタル化

に当たっては、情報セキュリティ対策の強化を同時に進めることが必要です。市立病院では、

厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を踏まえ、情報セキュリテ

ィ対策を徹底します。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第６節 経営の効率化等 

 

１ 経営指標に係る数値目標 

   持続可能な医療提供体制を維持するため、次のとおり目標値を設定し、経営強化に取り組みま

す。 

  (1) 収支改善に係るもの 

①経常収支比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 106.2％ 102.5％ 

   ※経常収支比率＝(医業収益＋医業外収益)÷(医業費用＋医業外費用)×１００ 
繰入金や補助金を含む事業の収益性を示す指標。100％以上で利益を上げていることになる。 

 

   ②修正医業収支比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 89.9% 85.4％ 

    ※修正医業収支比率＝修正医業収益÷医業費用×１００ 
医業活動による収益活動を示す指標。100％以上で利益を上げていることになる。 

      

(2) 経費削減に係るもの 

  ①給与費対医業収益比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 56.3％ 61.1％ 

   ※給与費対医業収益比率＝給与費÷医業収益×１００ 

  

  ②材料費対医業収益比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 14.2％ 17.2％ 
※材料費対医業収益比率＝材料費÷医業収益×１００ 

 

③委託料対医業収益比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 12.2％ 11.0％ 

    ※委託料対医業収益比率＝委託料÷医業収益×１００ 

 

第６節 経営の効率化等 

 

１ 経営指標に係る数値目標 

   持続可能な医療提供体制を維持するため、次のとおり目標値を設定し、経営強化に取り組みま

す。 

  (1) 収支改善に係るもの 

①経常収支比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 106.2％ 106.2％ 

   ※経常収支比率＝(医業収益＋医業外収益)÷(医業費用＋医業外費用)×１００ 
繰入金や補助金を含む事業の収益性を示す指標。100％以上で利益を上げていることになる。 

 

   ②修正医業収支比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 89.9% 89.3% 

    ※修正医業収支比率＝修正医業収益÷医業費用×１００ 
医業活動による収益活動を示す指標。100％以上で利益を上げていることになる。 

      

(2) 経費削減に係るもの 

  ①給与費対医業収益比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 56.3％ 58.0％ 

   ※給与費対医業収益比率＝給与費÷医業収益×１００ 

  

  ②材料費対医業収益比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 14.2％ 15.7％ 

※材料費対医業収益比率＝材料費÷医業収益×１００ 

 

③委託料対医業収益比率 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 12.2％ 11.2％ 

    ※委託料対医業収益比率＝委託料÷医業収益×１００ 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

(3) 収入確保に係るもの 

①１日当たり入院患者数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 175 人 220 人 

 

   ②１日当たり外来患者数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 571 人 550 人 

 

③新規入院患者数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 4,229 人 5,500 人 

 

④入院診療単価 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 48,852 円 60,200 円 

 

⑤外来診療単価 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 12,132 円 13,007 円 

  ※令和４年度の基準値については外来収益から健診センター収益及び訪問看護収益を 

除いている。 

(4) 経営の安定性に係るもの 

   ①常勤医師数（正職員及びフルタイム会計年度任用職員） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 36 人 43 人 

    ※常勤医師数の基準値は、令和４年度末現在の人数 

 

②リハビリテーションスタッフ数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 10 人 20 人 

    ※診療技術部に所属する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の人数 

(3) 収入確保に係るもの 

①１日当たり入院患者数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 175 人 215 人 

 

   ②１日当たり外来患者数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 571 人 500 人 

 

③新規入院患者数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 4,229 人 5,000 人 

 

④入院診療単価 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 48,852 円 57,965 円 

 

⑤外来診療単価 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 13,413 円 15,343 円 

 

 

(4) 経営の安定性に係るもの 

   ①常勤医師数（正職員及びフルタイム会計年度任用職員） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 36 人 47 人 

    ※常勤医師数の基準値は、令和４年度末現在の人数 

 

②リハビリテーションスタッフ数 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 10 人 20 人 

    ※診療技術部に所属する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の人数 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

③病院採用事務職員数（有資格者） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 9 人 15 人 

        ※有資格者＝診療情報管理士、医療技師等の資格保有者 

 

④企業債残高（建物改修や医療機器購入等のための借入金） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 5,135,987 千円 5,520,991 千円 

   ※企業債残高には、特別減収対策企業債（令和１０年度：356,145 千円）及び 

病院事業債（令和１０年度：2,400,000 千円）を含む。 

  ⑤他会計長期借入金残高（一般会計からの長期借入金） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 2,275,563 千円 2,341,855 千円 

 

 ⑥一時借入金残高（短期的な運転資金の借入金） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 900,000 千円 1,100,000 千円 

    ※令和４年度の基準値については、当該年度内に医療情報システム購入に係る未払金
（892,098 千円）の支払いを行った場合に想定される一時借入金残高 

 

⑦累積欠損金 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 314,715 千円 2,169,565 千円 

    ※令和４年度に、議会の議決により資本金 10,866,654 千円を減少し、累積欠損金を補填し
ている。 

 

２ 目標達成に向けた具体的な取組 

 

(1) 経営体制の構築（ガバナンス強化） 

〇経営強化を着実に実行するため、事業管理者を中心とするガバナンスの強化を 

進め、収支改善に向けた明確な目標を設定し、その進捗管理を徹底します。 

〇経営強化に向けた体制を強化するため、病院事業固有の専門性と経営感覚を併 

せ持った事務職員の育成と確保を進めます。 

〇看護職員や診療技術職を経営部門に配属するなど、柔軟な人事運用を行い、効 

率的な人員配置とともに、経営感覚に富む人材の育成を図ります。 

③病院採用事務職員数（有資格者） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 9 人 15 人 

        ※有資格者＝診療情報管理士、医療技師等の資格保有者 

 

④企業債残高（建物改修や医療機器購入等のための借入金） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 5,135,987 千円 3,406,220 千円 

   ※企業債残高には、特別減収対策企業債（令和１０年度：356,145 千円）を含む。 

   

⑤他会計長期借入金残高（一般会計からの長期借入金） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 2,275,563 千円 1,941,854 千円 

 

 ⑥一時借入金残高（短期的な運転資金の借入金） 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 900,000 千円 900,000 千円 

    ※令和４年度の基準値については、当該年度内に医療情報システム購入に係る未払金
（892,098 千円）の支払いを行った場合に想定される一時借入金残高 

 

⑦累積欠損金 

現状 目標 

（令和１０年度） 基準年度 基準値 

令和４年度 314,715 千円 ― 

    ※令和４年度に、議会の議決により資本金 10,866,654 千円を減少し、累積欠損金を補填し
ている。 

 

２ 目標達成に向けた具体的な取組 

 

(1) 経営体制の構築（ガバナンス強化） 

〇経営強化を着実に実行するため、事業管理者を中心とするガバナンスの強化を 

進め、収支改善に向けた明確な目標を設定し、その進捗管理を徹底します。 

〇経営強化に向けた体制を強化するため、病院事業固有の専門性と経営感覚を併 

せ持った事務職員の育成と確保を進めます。 

〇看護職員や診療技術職を経営部門に配属するなど、柔軟な人事運用を行い、効 

率的な人員配置とともに、経営感覚に富む人材の育成を図ります。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

(2) ボトムアップの組織文化の醸成 

〇「元気が出る組織づくり」を進め、職員の意欲と能力を最大限に引き出すと 

ともに、組織の活性化を図ることで、ボトムアップの組織文化を醸成します。 

〇自律的な改善活動の活性化に向けて、部門別収支計算（原価計算）の活用な 

ど、経営情報の見える化を進めます。 
 

 (3) 計画的な人材育成の推進 

〇「江別市立病院研修計画」に基づき、マネジメント能力の向上など、経営の 

 質の向上に向けた計画的な人材育成を進めます。 

〇各職種の認定資格の取得や、認定看護師等の育成を計画的に進め、医療の質 

 の向上を図ります。 
 

  (4) 収益増加策 

〇地域医療連携体制を強化し、紹介患者、手術件数の増加を目指します。 

〇健診センターの機能を強化し、健診受診者の増加を目指します。 

〇患者層及び診療報酬改定の動向を踏まえ、病棟構成を柔軟に見直します。 

 

〇回復期医療の需要拡大に応えるため、リハビリテーション体制を強化します。 

〇コーディング精度の向上、各種指導料、管理料の適切な算定など、ＤＰＣ運 

用の最適化を進め、医療の質を高めつつ、収益性の向上を図ります。 

〇入院診療単価を高めるため、新たな施設基準の取得や診療内容の効率化など、 

医療機関別係数（機能評価係数）の向上に向けた取組を進めます。 
     

(5) 経費削減策 

〇給与費を抑制するため、診療体制を適正化し、出張医を含む人員配置を最適 

化するとともに、業務改善等により時間外勤務の縮減を図ります。 

    ○医療技術職、事務職へのタスク・シフティングを進め、看護職員（会計年度 

任用職員）について、配置の適正化を図ります。 

〇材料費については、後発医薬品への切替え等を継続的に実施するほか、必要 

 に応じて、新たな契約手法を導入し、費用の増加を抑制します。 

〇経費については、引き続き、仕様の見直し等による委託料の抑制に努めるほ 

か、省エネルギー化などによる光熱水費の削減を進めます。 

〇診療機能を見直し施設利用の最適化を進めることで、新たな投資を抑制しつつ、 

がん、リハビリテーションなど市立病院が担うべき医療の充実を図ります。 
 

（6）財務基盤の強化 

〇資金面での安定性を確立するため、不良債務額の縮減を進めつつ、企業債残 

高、一時借入金残高の圧縮に努めます。 

〇継続的に純利益を計上し、累積欠損金の早期解消を図ります。 

〇未来医療創造基金の長期的な運用に向けて、寄附金の活用や経営状況を踏ま 

えた計画的な積み増しなど、効果的な財源確保策の検討を進めます。 

(2) ボトムアップの組織文化の醸成 

〇「元気が出る組織づくり」を進め、職員の意欲と能力を最大限に引き出すと 

ともに、組織の活性化を図ることで、ボトムアップの組織文化を醸成します。 

〇自律的な改善活動の活性化に向けて、部門別収支計算（原価計算）の活用な 

ど、経営情報の見える化を進めます。 
 

 (3) 計画的な人材育成の推進 

〇「江別市立病院研修計画」に基づき、マネジメント能力の向上など、経営の 

 質の向上に向けた計画的な人材育成を進めます。 

〇各職種の認定資格の取得や、認定看護師等の育成を計画的に進め、医療の質 

 の向上を図ります。 
 

  (4) 収益増加策 

〇地域医療連携体制を強化し、紹介患者、手術件数の増加を目指します。 

〇健診センターの機能を強化し、健診受診者の増加を目指します。 

〇患者層及び診療報酬改定の動向を踏まえ、病棟構成を柔軟に見直すとともに、 

地域包括ケア病棟の効果的な活用を図ります。 

〇回復期医療の需要拡大に応えるため、リハビリテーション体制を強化します。 

〇コーディング精度の向上、各種指導料、管理料の適切な算定など、ＤＰＣ運 

用の最適化を進め、医療の質を高めつつ、収益性の向上を図ります。 

〇入院診療単価を高めるため、新たな施設基準の取得や診療内容の効率化など、 

医療機関別係数（機能評価係数）の向上に向けた取組を進めます。 
     

(5) 経費削減策 

〇給与費を抑制するため、診療体制を適正化し、出張医を含む人員配置を最適 

化するとともに、業務改善等により時間外勤務の縮減を図ります。 

    ○医療技術職、事務職へのタスク・シフティングを進め、看護職員（会計年度 

任用職員）について、配置の適正化を図ります。 

〇材料費については、後発医薬品への切替え等を継続的に実施するほか、必要 

 に応じて、新たな契約手法を導入し、費用の増加を抑制します。 

〇経費については、引き続き、仕様の見直し等による委託料の抑制に努めるほ 

か、省エネルギー化などによる光熱水費の削減を進めます。 

〇診療機能を見直し施設利用の最適化を進めることで、新たな投資を抑制しつつ、 

がん、リハビリテーションなど市立病院が担うべき医療の充実を図ります。 
 

（6）財務基盤の強化 

〇資金面での安定性を確立するため、不良債務額の縮減を進めつつ、企業債残 

高、一時借入金残高の圧縮に努めます。 

〇継続的に純利益を計上し、累積欠損金の早期解消を図ります。 

〇未来医療創造基金の長期的な運用に向けて、寄附金の活用や経営状況を踏ま 

えた計画的な積み増しなど、効果的な財源確保策の検討を進めます。 

29



●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

３ 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画（Ｒ７年１１月試算） ３ 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

【収支計画における主要項目】 

 

〇１日当たり患者数                        （単位：人） 

 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７見込 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

入院 一般 150 148 163 180 185 185 

精神 30 32 34 35 35 35 

合計 181 180 197 215 220 220 

外来 547 529 535 550 550 550 

 

 【参考】過去６か年の実績                                          （単位：人） 

 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

入院 一般 195 159 147 152 152 151 

精神 25 23 26 29 28 24 

合計 220 182 173 181 180 175 

外来 674 611 560 504 546 571 

 

〇診療単価                            （単位：円） 

 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７見込 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

入院単価  48,540 49,609 51,572 53,653 56,030 60,200 

外来単価 13,154 11,918 12,259 12,577 12,714 13,007 

 ※診療単価向上の考え方 

・入院～診療構造の変化、リハビリテーションの充実、ＤＰＣ係数の向上、指導料・管理料の増等 

  ・外来～患者構成の最適化、指導料・管理料の増等 

 

【参考】過去６か年の実績                     （単位：円） 

 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

入院単価 42,908 43,911 43,047 43,810 47,008 48,852 

外来単価 12,149 12,207 12,487 12,738 12,425 13,412 

 

〇内科診療体制（括弧内は会計年度任用職員）            （単位：人） 

  Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７見込 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

（総合）内科医 2(2) 2(2) 2(0) 2(0) 2(0) 2(0) 

循環器内科医 2(0) 2(0) 3(1) 3(0) 3(0) 3(0) 

消化器内科医 1(0) 1(0) 1(1) 4(0) 4(0) 4(0) 

呼吸器内科医 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 

腎臓・透析内科医 0(0) 2(0) 2(0) 2(0) 2(0) 2(0) 

合計 5(2) 7(2) 8(2) 11(0) 11(0) 12(0) 

 

 

【収支計画における主要項目】 

 

〇１日当たり患者数                        （単位：人） 

 Ｒ５見込 Ｒ６予算 Ｒ７計画 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

入院 一般 148 162 175 180 180 180 

精神 30 33 35 35 35 35 

合計 178 195 210 215 215 215 

外来 556 568 570 560 530 500 

 

 【参考】過去６か年の実績                                          （単位：人） 

 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

入院 一般 195 159 147 152 152 151 

精神 25 23 26 29 28 24 

合計 220 182 173 181 180 175 

外来 674 611 560 504 546 571 

 

〇診療単価                            （単位：円） 

 Ｒ５見込 Ｒ６予算 Ｒ７計画 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

入院単価  50,417 51,673 53,126 55,393 56,798 57,965 

外来単価 13,224 12,975 13,830 14,620 14,980 15,343 

 ※診療単価向上の考え方 

・入院～診療構造の変化、リハビリテーションの充実、緩和ケア病棟の設置、指導料・管理料の増等 

  ・外来～患者構成の最適化、指導料・管理料の増等 

 

【参考】過去６か年の実績                     （単位：円） 

 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

入院単価 42,908 43,911 43,047 43,810 47,008 48,852 

外来単価 12,149 12,207 12,487 12,738 12,425 13,412 

 

〇内科診療体制（括弧内は会計年度任用職員）            （単位：人） 

  Ｒ５見込 Ｒ６予算 Ｒ７計画 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

（総合）内科医 2(2) 2(1) 3(0) 3(0) 3(0) 3(0) 

循環器内科医 2(0) 2(0) 3(0) 3(0) 3(0) 3(0) 

消化器内科医 1(0) 1(0) 3(0) 3(0) 3(0) 3(0) 

呼吸器内科医 0(0) 0(0) 0(0) 3(0) 3(0) 3(0) 

人工透析内科医 0(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 

合計 5(2) 6(1) 10(0) 13(0) 13(0) 13(0) 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

〇職員配置                            （単位：人） 

     Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７見込 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

正
職
員 

医師 34 34 31 35 35 35 

医療技術職員 59 63 66 72 74 74 

看護職員 210 214 216 215 215 215 

事務職員等 31 38 42 43 43 43 

小計 334 349 355 365 367 367 

会
計
年
度
任
用
職
員
等 

医師 7 7 10 8 8 8 

看護職員 65 65 64 62 60 60 

事務 31 36 36 40 40 40 

労務 42 40 40 42 42 42 

その他 11 11 15 15 16 16 

小計 156 159 165 167 166 166 

総合計 490 508 520 532 533 533 

  ※会計年度任用職員等は常勤換算数 

 

〇主な費用の計画                         （単位：千円） 

 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７見込 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

職員給与費 3,675,863 4,030,767 4,318,951 4,416,306 4,428,818 4,428,818 

材料費（税抜） 870,350 913,816 1,006,783 1,123,788 1,178,062 1,244,224 

委託料（税抜） 748,777 794,080 797,918 797,918 797,918  797,918 

  ※職員給与費は、公営企業決算状況調査の基準（決算統計ルール）に基づき算出 

 

〇投資計画（建設改良費）                     （単位：千円） 

 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７見込 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

建物改良費  242,269   215,126   265,582   339,547   223,000   258,000 

有形固定資産購入費  312,666 172,752   162,811   435,000   165,000   165,000 

合計  554,935  387,878  428,393 774,547  388,000 423,000 

備考 建物改修等 

242,269 

医療機器等 

312,666 

 

建物改修等 

215,126 

医療機器等 

172,752 

 

建物改修等 

265,582 

医療機器等 

162,811 

 

建物改修等 

339,547 

医療機器等 

215,000 

心臓カテー 

テル検査装 

置 

  220,000 

 

建物改修等 

223,000 

医療機器等 

165,000 

建物改修等 

258,000 

医療機器等 

165,000 

 

   

 

 
 
 

〇職員配置                            （単位：人） 

     Ｒ５見込 Ｒ６予算 Ｒ７計画 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

正
職
員 

医師 33 35 39 42 42 42 

医療技術職員 60 64 67 69 71 73 

看護職員 210 215 216 216 217 217 

事務職員等 30 34 35 37 38 41 

小計 333 348 357 364 368 373 

会
計
年
度
任
用
職
員
等 

医師 7 7 5 5 5 5 

看護職員 63 63 61 61 59 50 

事務 27 28 28 28 29 31 

労務 43 42 42 42 42 43 

その他 11 11 9 9 9 9 

小計 151 151 145 145 144 138 

総合計 484 499 502 509 512 511 

  ※会計年度任用職員等は常勤換算数 

 

〇主な費用の計画                         （単位：千円） 

 Ｒ５見込 Ｒ６予算 Ｒ７計画 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

職員給与費 3,714,359 3,943,511 3,959,276 4,038,328 4,053,527 4,064,525 

材料費（税抜） 902,870 936,091 1,021,467 1,078,451 1,091,662 1,092,820 

委託料（税抜） 755,051 794,080 778,655 778,655 784,110  778,655 

  ※職員給与費は、公営企業決算状況調査の基準（決算統計ルール）に基づき算出 

 

〇投資計画（建設改良費）                     （単位：千円） 

 Ｒ５見込 Ｒ６予算 Ｒ７計画 Ｒ８計画 Ｒ９計画 Ｒ10 計画 

建物改良費  251,784   226,562   244,000   247,000   623,000   258,000 

有形固定資産購入費  336,892 175,081   200,000   315,000   165,000   165,000 

合計  588,676  401,643  444,000 562,000  788,000 423,000 

備考 建物改修等 

251,784 

医療機器等 

336,862 

 

建物改修等 

226,562 

医療機器等 

175,081 

 

建物改修等 

244,000 

医療機器等 

200,000 

 

建物改修等 

247,000 

医療機器等 

165,000 

心臓カテー 

テル検査装 

置 

  150,000 

 

建物改修等 

223,000 

医療機器等 

165,000 

緩和ケア病 

棟改修 

  400,000 

建物改修等 

258,000 

医療機器等 

165,000 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

【参考】江別市病院事業会計予算決算等の推移 【参考】江別市病院事業会計予算決算等の推移 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

第４章 点検・評価・公表 

(1) 点検・評価の体制 

経営強化プランの点検・評価については、外部委員によって構成される「江別市立病院経

営評価委員会」において定期に行います。 

 

 (2) 点検・評価の時期 

   経営強化プランの進捗状況については、定期的に点検・評価を行います。なお、計画期間

中の各年度の点検・評価は、事業終了後５か月以内に実施します。 

 

(3) 公表の方法 

    経営強化プランの点検・評価結果については、市立病院ホームページに掲載し、公表しま

す。 

また、広報誌等を通じて、分かりやすく情報発信を行い、市立病院の経営状況や運営方針

について、市民理解が深まるよう努めます。 

 

(4) その他 

各年度の点検・評価の結果等を踏まえ、経営強化プランの対象期間中に、市立病院を取り

巻く環境の変動等が生じた場合には、必要に応じて計画内容を見直します。 

 

 

 【参考】経営評価委員会による経営再建の進捗状況に対する評価結果  

項目 

評価 

Ｒ２

年度 

Ｒ３

年度 

Ｒ４

年度 

Ｒ５

年度 

個

別

項

目

の

評

価 

①市立病院が担うべき医療の重点化 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 

②診療体制の確立 Ｂ Ｂ Ｂ Ｄ 

③経営体制の構築 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

④一般会計による公費負担の適正化及び財務基盤の

強化 
― Ｂ Ｂ Ｃ 

⑤広報活動の充実  Ｃ Ｂ Ｂ 

総合評価 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 

   ※進捗状況の評価基準 

    【Ａ】予定以上に進捗している。 

【Ｂ】概ね予定どおり進捗している。 

【Ｃ】予定より進捗がやや遅れている。 

【Ｄ】予定よりかなり進捗が遅れている。 

第４章 点検・評価・公表 

(1) 点検・評価の体制 

経営強化プランの点検・評価については、外部委員によって構成される「江別市立病院経

営評価委員会」において定期に行います。 

 

 (2) 点検・評価の時期 

   経営強化プランの進捗状況については、定期的に点検・評価を行います。なお、計画期間

中の各年度の点検・評価は、事業終了後５か月以内に実施します。 

 

(3) 公表の方法 

    経営強化プランの点検・評価結果については、市立病院ホームページに掲載し、公表しま

す。 

また、広報誌等を通じて、分かりやすく情報発信を行い、市立病院の経営状況や運営方針

について、市民理解が深まるよう努めます。 

 

(4) その他 

各年度の点検・評価の結果等を踏まえ、計画期間の中間年度（令和８年度）に必要な見直

しを行うほか、経営強化プランの対象期間中に、市立病院を取り巻く環境の変動等が生じた

場合には、必要に応じて計画内容を見直します。 

 

 【参考】経営評価委員会による経営再建の進捗状況に対する評価結果  

項目 

評価 

Ｒ２

年度 

Ｒ３

年度 

Ｒ４

年度 

個

別

項

目

の

評

価 

①市立病院が担うべき医療の重点化 Ｃ Ｃ Ｂ 

②診療体制の確立 Ｂ Ｂ Ｂ 

③経営体制の構築 Ｂ Ｂ Ｂ 

④一般会計による公費負担の適正化及び財務基盤の

強化 
― Ｂ Ｂ 

⑤広報活動の充実  Ｃ Ｂ 

総合評価 Ｃ Ｂ Ｂ 

   ※進捗状況の評価基準 

    【Ａ】予定以上に進捗している。 

【Ｂ】概ね予定どおり進捗している。 

【Ｃ】予定より進捗がやや遅れている。 

【Ｄ】予定よりかなり進捗が遅れている。  
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

●用語解説（５０音順） 

 

○一時借入金 

一時的な現金不足を補うために借り入れる短期の借入金（借金）。 

 〇医療機関別係数（機能評価係数） 

  ＤＰＣ制度において、それぞれの医療機関の設備・体制や診療機能等、医療機関固有の特性を反

映させる数値（乗数）として、国（厚生労働省）が設定しているもの。 

※ＤＰＣ制度（包括評価部分）における診療報酬の算定式 

 ＤＰＣごとの１日当たり点数×在院日数×医療機関別係数 

○医療ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション） 

  保健・医療・介護に関する情報やデータを活かし、病気の予防やより良い医療と介護が実現でき

るように、社会や生活の形を変えること。 

 〇ＡＩ（エー・アイ） 

 人工知能のこと。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラムや人間が知的と感じ

る情報処理・技術といった広い概念で理解されている。 

○回復期医療 

  急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療（リハビリテーション等）のこと。 

○かかりつけ医 

  健康に関することをなんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、

専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を

有する医師。 

○ガバナンス 

経営を規律し、統治する仕組み。 

 〇（がん）化学療法 

  薬物療法とも呼ばれるもので、薬（抗がん剤）を用いたがんの治療法のことをいう。 

がん治療の３本柱といわれるのが、①手術治療、②放射線治療、③薬物療法であり、単独、ある

いは、２つ以上の治療法を組み合わせる場合もある。 

○緩和ケア 

  病気に伴う心と体の痛みを和らげるためのケア。 

 〇企業債 

  施設や設備の建設・改良等に要する資金に充てるために借り入れるもの。 

○急性期医療 

病状が急激に表れた患者に対し、状態の早期安定化に向けて提供する医療のこと。診療密度が特

に高いものは、高度急性期（医療）とされる。 

○業務継続計画（ＢＣＰ） 

  震災などの緊急時における病院機能維持のための準備体制、方策をまとめた計画。 

○コーディング 

主治医が、１入院当たり医療資源を最も投入した傷病名に基づき、診断群分類コードを選択する

こと。選択（コーディング）によって、包括点数が大きく変動する。 

●用語解説（５０音順） 

 

○一時借入金 

一時的な現金不足を補うために借り入れる短期の借入金（借金）。 

 〇医療機関別係数（機能評価係数） 

  ＤＰＣ制度において、それぞれの医療機関の設備・体制や診療機能等、医療機関固有の特性を反

映させる数値（乗数）として、国（厚生労働省）が設定しているもの。 

※ＤＰＣ制度（包括評価部分）における診療報酬の算定式 

 ＤＰＣごとの１日当たり点数×在院日数×医療機関別係数 

○医療ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション） 

  保健・医療・介護に関する情報やデータを活かし、病気の予防やより良い医療と介護が実現でき

るように、社会や生活の形を変えること。 

 〇ＡＩ（エー・アイ） 

 人工知能のこと。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラムや人間が知的と感じ

る情報処理・技術といった広い概念で理解されている。 

○回復期医療 

  急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療（リハビリテーション等）のこと。 

○かかりつけ医 

  健康に関することをなんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、

専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を

有する医師。 

○ガバナンス 

経営を規律し、統治する仕組み。 

 〇（がん）化学療法 

  薬物療法とも呼ばれるもので、薬（抗がん剤）を用いたがんの治療法のことをいう。 

がん治療の３本柱といわれるのが、①手術治療、②放射線治療、③薬物療法であり、単独、ある

いは、２つ以上の治療法を組み合わせる場合もある。 

○緩和ケア 

  病気に伴う心と体の痛みを和らげるためのケア。 

 〇企業債 

  施設や設備の建設・改良等に要する資金に充てるために借り入れるもの。 

○急性期医療 

病状が急激に表れた患者に対し、状態の早期安定化に向けて提供する医療のこと。診療密度が特

に高いものは、高度急性期（医療）とされる。 

○業務継続計画（ＢＣＰ） 

  震災などの緊急時における病院機能維持のための準備体制、方策をまとめた計画。 

○コーディング 

主治医が、１入院当たり医療資源を最も投入した傷病名に基づき、診断群分類コードを選択する

こと。選択（コーディング）によって、包括点数が大きく変動する。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

 

〇「５疾病」及び「６事業」 

国は、５疾病（がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患）及び６つの分野（救急、周産

期、小児、へき地、災害、新興感染症等）の医療提供を行う事業について、「医療法」に基づき、

都道府県が策定する医療計画の下、地域全体で切れ目なく必要な医療が提供される「地域完結

型医療」を構築することとしている。なお、６事業のうち、「へき地医療」については、江別市

は対象地域から外れている。 

〇ＣＴ（シー・ティー） 

体の周囲からＸ線をあてて、体の中の吸収率の違いをコンピューターで処理し、体の断面を画

像にする装置。ＣＴ検査では、様々な部位のがんを検査することが可能である。 

 〇施設基準 

医療法で定める医療機関及び医師等の基準のほか、健康保険法等の規定に基づき、厚生労働大臣

が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制の基準を定めることによ

り、安全面やサービスを評価したもの。 

〇修正医業収益 

医業収益（診療収益など病院の本業である医療提供から得られる収入）から他会計負担金等を除

いたもの。 

 〇紹介及び逆紹介 

  「紹介」は、地域の医療機関が、入院や専門的治療等のため、市立病院を受診することを勧める

場合をいう。一方、「逆紹介」は、市立病院が、症状の安定した患者に対し、地域のかかりつけ

医等への受診を勧める場合をいう。 

○紹介受診重点医療機関 

 かかりつけ医などからの紹介状を持っての受診に重点を置いた病院のこと。手術・処置や化学療

法等を必要とする外来、高額等の医療機器・設備を必要とする外来などを行う。 

 ※紹介受診重点医療機関の基準 

①初診に占める重点外来の割合 40％以上かつ再診に占める割合 25％以上 

②紹介率 50％以上及び逆紹介率 40％以上 

〇心臓カテーテル検査 

 血管内にカテーテル（体内に挿入して、検査や治療を行うための細い管）を挿入し、造影剤を用

いて血管を撮影し、心臓の病気の診断を行う検査。 

○心理的安全性 

 チームのほかのメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態のこと。

「生産性の高いチームは心理的安全性が高い」という研究結果がある。 

〇ターミナルケア 

  人生の最終段階（終末期）に行われる医療や看護。 

○第二次医療圏 

  主として病院等の病床（特殊な医療を除く。）の整備を図るべき地域的単位として、医療法に基

づき、都道府県が医療計画において社会的条件を考慮して設定する区域。 

 

 

 

〇「５疾病」及び「６事業」 

国は、５疾病（がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患）及び６つの分野（救急、周産期、

小児、へき地、災害、新興感染症等）の医療提供を行う事業について、「医療法」に基づき、都

道府県が策定する医療計画の下、地域全体で切れ目なく必要な医療が提供される「地域完結型

医療」を構築することとしている。なお、６事業のうち、「へき地医療」については、江別市は

対象地域から外れている。 

〇ＣＴ（シー・ティー） 

体の周囲からＸ線をあてて、体の中の吸収率の違いをコンピューターで処理し、体の断面を画像

にする装置。ＣＴ検査では、様々な部位のがんを検査することが可能である。 

 〇施設基準 

医療法で定める医療機関及び医師等の基準のほか、健康保険法等の規定に基づき、厚生労働大臣

が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制の基準を定めることによ

り、安全面やサービスを評価したもの。 

〇修正医業収益 

医業収益（診療収益など病院の本業である医療提供から得られる収入）から他会計負担金等を除

いたもの。 

 〇紹介及び逆紹介 

  「紹介」は、地域の医療機関が、入院や専門的治療等のため、市立病院を受診することを勧める

場合をいう。一方、「逆紹介」は、市立病院が、症状の安定した患者に対し、地域のかかりつけ

医等への受診を勧める場合をいう。 

○紹介受診重点医療機関 

 かかりつけ医などからの紹介状を持っての受診に重点を置いた病院のこと。手術・処置や化学療

法等を必要とする外来、高額等の医療機器・設備を必要とする外来などを行う。 

 ※紹介受診重点医療機関の基準 

①初診に占める重点外来の割合 40％以上かつ再診に占める割合 25％以上 

②紹介率 50％以上及び逆紹介率 40％以上 

〇心臓カテーテル検査 

 血管内にカテーテル（体内に挿入して、検査や治療を行うための細い管）を挿入し、造影剤を用

いて血管を撮影し、心臓の病気の診断を行う検査。 

○心理的安全性 

 チームのほかのメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態のこと。

「生産性の高いチームは心理的安全性が高い」という研究結果がある。 

〇ターミナルケア 

  人生の最終段階（終末期）に行われる医療や看護。 

○第二次医療圏 

  主として病院等の病床（特殊な医療を除く。）の整備を図るべき地域的単位として、医療法に基

づき、都道府県が医療計画において社会的条件を考慮して設定する区域。 

 

 

37



●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

 
○タスク・シフティング 

医療行為（医行為）の一部を他職種に業務移管すること。 

○地域医療支援病院 

 患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提

供、医療機器等の共同利用の実施等を行い、かかりつけ医等への支援を通じて、地域医療の確保

を図る病院のこと。患者紹介率、病床数（原則として２００床以上）など一定の要件を満たす病

院に対して、都道府県が承認する。 

○地域周産期母子医療センター 

 産科・小児科を備え、周産期に係る比較的高度な医療を提供する医療機関。都道府県が認定する。 

○地域包括ケア病棟 

  一般病床における病棟種別のひとつであり、急性期治療を経過した患者の受け入れのほか、在宅

で療養を行っている患者等の受け入れや在宅患者支援を担う病棟。 

○ＤＰＣ（ディー・ピー・シー） 

診断群分類の意味であり、「Diagnosis Procedure Combination」の略称。ＤＰＣに基づく診療報

酬の支払い方式では、１日当たりの定額の点数からなる包括評価部分と、従来どおりの出来高

評価部分を組み合わせて計算する。 

 ○二次救急 

  入院医療を必要とする重度の患者に対する救急医療のこと。初期（一次）救急は、比較的軽症の

救急患者を受け入れるものであり、三次救急は、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重

篤な救急患者を２４時間体制で受け入れるもの。救急医療体制は、初期救急、第二次救急、第三

次救急の体系となっている。 

○２０２５年問題 

  いわゆる「団塊の世代」が７５歳以上の後期高齢者となり、医療や介護などの社会保障費の増大

が懸念される問題。また、医療・介護需要が増大し、需要と供給のバランスが崩れることも懸念

されている。なお、２０４０年頃には、日本の高齢者人口の割合の最大化と生産年齢人口の急減

が同時進行で起こり、国内経済や社会維持が危機的な状況に陥る可能性があるとされている。 

〇入院期間Ⅱ 

 ＤＰＣ対象病院における全国の平均在院日数を表し、在院日数の指標となる。 

○病床機能報告 

  医療機関の各病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基に、地域における医療機能の分

化・連携を図ることを目的として、医療法に基づき実施される制度。 

〇病理診断 

 患者の体から採取された細胞や組織を顕微鏡で観察して行う診断。がんの適切な治療のために

は、適切な診断が重要になるが、病理診断は最終判断として重要な役割を果たす。 

〇不良債務額 

企業の当座の支払い能力を超える債務を意味し、当年度末において、流動負債（企業債等を除

く。）の額が流動資産の額を超える額をいう。 

 
 

 

○タスク・シフティング 

医療行為（医行為）の一部を他職種に業務移管すること。 

○地域医療支援病院 

 患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提

供、医療機器等の共同利用の実施等を行い、かかりつけ医等への支援を通じて、地域医療の確保

を図る病院のこと。患者紹介率、病床数（原則として２００床以上）など一定の要件を満たす病

院に対して、都道府県が承認する。 

○地域周産期母子医療センター 

 産科・小児科を備え、周産期に係る比較的高度な医療を提供する医療機関。都道府県が認定する。 

○地域包括ケア病棟 

  一般病床における病棟種別のひとつであり、急性期治療を経過した患者の受け入れのほか、在宅

で療養を行っている患者等の受け入れや在宅患者支援を担う病棟。 

○ＤＰＣ（ディー・ピー・シー） 

診断群分類の意味であり、「Diagnosis Procedure Combination」の略称。ＤＰＣに基づく診療報

酬の支払い方式では、１日当たりの定額の点数からなる包括評価部分と、従来どおりの出来高

評価部分を組み合わせて計算する。 

 ○二次救急 

  入院医療を必要とする重度の患者に対する救急医療のこと。初期（一次）救急は、比較的軽症の

救急患者を受け入れるものであり、三次救急は、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重

篤な救急患者を２４時間体制で受け入れるもの。救急医療体制は、初期救急、第二次救急、第三

次救急の体系となっている。 

○２０２５年問題 

  いわゆる「団塊の世代」が７５歳以上の後期高齢者となり、医療や介護などの社会保障費の増大

が懸念される問題。また、医療・介護需要が増大し、需要と供給のバランスが崩れることも懸念

されている。なお、２０４０年頃には、日本の高齢者人口の割合の最大化と生産年齢人口の急減

が同時進行で起こり、国内経済や社会維持が危機的な状況に陥る可能性があるとされている。 

〇入院期間Ⅱ 

 ＤＰＣ対象病院における全国の平均在院日数を表し、在院日数の指標となる。 

○病床機能報告 

  医療機関の各病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基に、地域における医療機能の分

化・連携を図ることを目的として、医療法に基づき実施される制度。 

〇病理診断 

 患者の体から採取された細胞や組織を顕微鏡で観察して行う診断。がんの適切な治療のために

は、適切な診断が重要になるが、病理診断は最終判断として重要な役割を果たす。 

〇不良債務額 

企業の当座の支払い能力を超える債務を意味し、当年度末において、流動負債（企債等を除く。）

の額が流動資産の額を超える額をいう。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

 
○北海道がん診療連携指定病院 

 在宅におけるがん医療や緩和ケア、相談支援などの一層の充実を目的として北海道が独自に創設

した制度。がん診療連携拠点病院等に準じた高度ながん医療を提供する医療機関として、北海道

が指定する。 

○ボトムアップ 

  現場の職員の意見・提案を吸い上げて、組織の意思決定に反映させていくこと。 

○慢性期医療 

  長期にわたり療養が必要な患者に対して提供する医療のこと。 

 ○累積欠損金 

  各年度の損失額（減価償却費等を含む。）を積み上げた数値。 

○レジメン 

 薬物療法を行う上で、使用する薬剤の用量や用法、治療期間などを明記した治療計画のこと。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○北海道がん診療連携指定病院 

 在宅におけるがん医療や緩和ケア、相談支援などの一層の充実を目的として北海道が独自に創設

した制度。がん診療連携拠点病院等に準じた高度ながん医療を提供する医療機関として、北海道

が指定する。 

○ボトムアップ 

  現場の職員の意見・提案を吸い上げて、組織の意思決定に反映させていくこと。 

○慢性期医療 

  長期にわたり療養が必要な患者に対して提供する医療のこと。 

 ○累積欠損金 

  各年度の損失額（減価償却費等を含む。）を積み上げた数値。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

江別市立病院経営強化プラン 策定経過 
 

日時 内容 

令和４年１１月 ９日（水） 病院経営会議において策定方針を決定 

令和４年１１月２１日（月） 
江別市立病院経営評価委員会に策定方針を報告（書面

協議） 

令和４年１１月２５日（金） 病院運営会議に策定方針を報告 

令和４年１１月２９日（火） 生活福祉常任委員会に策定方針を報告 

令和５年 ５月３１日（水） 
病院経営会議において経営強化プラン策定に係る市

民アンケートについて検討 

令和５年 ６月 ７日（水） 
病院経営会議において経営強化プラン策定に係る市

民アンケートの内容を決定 

令和５年 ６月２６日（月） 

～令和５年 ７月２１日（金） 
市民アンケート調査実施 

令和５年 ７月１２日（水） 
病院経営会議において経営強化プラン策定の方向性

を検討 

令和５年 ８月 ２日（水） 病院経営会議に市民アンケート結果（速報）を報告 

令和５年 ８月 ９日（水） 
江別市立病院経営評価委員会に経営強化プラン策定

の方向性等を報告 

令和５年 ８月２５日（金） 
生活福祉常任委員会に経営強化プラン策定の方向性

等を報告 

令和５年 ９月２０日（水） 
第１回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年 ９月２７日（水） 病院運営会議に経営強化プラン骨格案を報告 

令和５年１０月１８日（水） 
第２回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年１０月２５日（水） 
第３回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年１０月３１日（火） 市民アンケート結果公表 

江別市立病院経営強化プラン 策定経過 
 

日時 内容 

令和４年１１月 ９日（水） 病院経営会議において策定方針を決定 

令和４年１１月２１日（月） 
江別市立病院経営評価委員会に策定方針を報告（書面

協議） 

令和４年１１月２５日（金） 病院運営会議に策定方針を報告 

令和４年１１月２９日（火） 生活福祉常任委員会に策定方針を報告 

令和５年 ５月３１日（水） 
病院経営会議において経営強化プラン策定に係る市

民アンケートについて検討 

令和５年 ６月 ７日（水） 
病院経営会議において経営強化プラン策定に係る市

民アンケートの内容を決定 

令和５年 ６月２６日（月） 

～令和５年 ７月２１日（金） 
市民アンケート調査実施 

令和５年 ７月１２日（水） 
病院経営会議において経営強化プラン策定の方向性

を検討 

令和５年 ８月 ２日（水） 病院経営会議に市民アンケート結果（速報）を報告 

令和５年 ８月 ９日（水） 
江別市立病院経営評価委員会に経営強化プラン策定

の方向性等を報告 

令和５年 ８月２５日（金） 
生活福祉常任委員会に経営強化プラン策定の方向性

等を報告 

令和５年 ９月２０日（水） 
第１回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年 ９月２７日（水） 病院運営会議に経営強化プラン骨格案を報告 

令和５年１０月１８日（水） 
第２回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年１０月２５日（水） 
第３回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年１０月３１日（火） 市民アンケート結果公表 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

令和５年１１月 １日（水） 
第４回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年１１月 ８日（水） 
江別市立病院経営評価委員会において経営強化プラ

ン（素案）の意見交換を実施 

令和５年１１月１５日（水） 
江別市立病院経営評価委員会において経営強化プラ

ン（素案）の意見聴取 

令和５年１１月１５日（水） 

～令和５年１２月１５日（金） 
地域医療連携に関するアンケート調査実施 

令和５年１１月１７日（金） 生活福祉常任委員会に経営強化プラン（素案）を報告 

令和５年１１月２２日（水） 
第５回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年１１月２９日（水） 病院運営会議に経営強化プラン（案）を報告 

令和５年１１月３０日（木） 
生活福祉常任委員会にパブリックコメントの実施に

ついて報告 

令和５年１２月１２日（火） 
江別医師会理事会において経営強化プラン（案）を説

明 

令和５年１２月１５日（金） 

～令和６年 １月１５日（月） 
パブリックコメント実施 

令和５年１２月１８日（月） 

～令和６年 １月 ９日（火） 
江別市医療介護連携推進協議会への意見聴取を実施 

令和６年 １月２９日（月） 
地域医療構想調整会議において経営強化プラン(案)

を説明 

令和６年 ２月 ７日（水） 
第６回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和６年 ２月１４日（水） 
江別市立病院経営評価委員会において経営強化プラ

ン（案）の意見聴取 

令和６年 ２月２６日（月） 
生活福祉常任委員会にパブリックコメントの結果及

び経営強化プランの策定について報告 

令和６年 ２月２８日（水） 病院運営会議に経営強化プランの策定について報告 

 

 

 

令和５年１１月 １日（水） 
第４回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年１１月 ８日（水） 
江別市立病院経営評価委員会において経営強化プラ

ン（素案）の意見交換を実施 

令和５年１１月１５日（水） 
江別市立病院経営評価委員会において経営強化プラ

ン（素案）の意見聴取 

令和５年１１月１５日（水） 

～令和５年１２月１５日（金） 
地域医療連携に関するアンケート調査実施 

令和５年１１月１７日（金） 生活福祉常任委員会に経営強化プラン（素案）を報告 

令和５年１１月２２日（水） 
第５回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和５年１１月２９日（水） 病院運営会議に経営強化プラン（案）を報告 

令和５年１１月３０日（木） 
生活福祉常任委員会にパブリックコメントの実施に

ついて報告 

令和５年１２月１２日（火） 
江別医師会理事会において経営強化プラン（案）を説

明 

令和５年１２月１５日（金） 

～令和６年 １月１５日（月） 
パブリックコメント実施 

令和５年１２月１８日（月） 

～令和６年 １月 ９日（火） 
江別市医療介護連携推進協議会への意見聴取を実施 

令和６年 １月２９日（月） 
地域医療構想調整会議において経営強化プラン(案)

を説明 

令和６年 ２月 ７日（水） 
第６回経営強化プラン策定委員会 

（市立病院主要職員） 

令和６年 ２月１４日（水） 
江別市立病院経営評価委員会において経営強化プラ

ン（案）の意見聴取 

令和６年 ２月２６日（月） 
生活福祉常任委員会にパブリックコメントの結果及

び経営強化プランの策定について報告 

令和６年 ２月２８日（水） 病院運営会議に経営強化プランの策定について報告 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

江別市立病院経営強化プラン 改定経過 
 

日時 内容 

令和７年 ２月 ７日（金） 
江別市立病院経営評価委員会に改定方針を報告し、専

門委員会の設置を決定 

令和７年 ２月１０日（月） 
生活福祉常任委員会に経営強化プランの改定概要を

報告 

令和７年 ４月１６日（水） 
第１回専門委員会において、改定スケジュール等を決

定 

令和７年 ５月２８日（水） 第２回専門委員会において改定に向けた論点を整理 

令和７年 ６月 ４日（水） 
江別市立病院経営評価委員会において専門委員会の

議論経過を報告 

令和７年 ６月１３日（金） 
生活福祉常任委員会に専門委員会における議論経過

を報告 

令和７年 ６月１８日（水） 

～令和７年 ６月１９日（木） 

地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業 

伊関友伸教授との意見交換等 

令和７年 ６月２５日（水） 
地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業 

望月泉全国自治体病院協議会会長との意見交換等 

令和７年 ７月 １日（火） 
第３回専門委員会において収支改善に向けた取組を

整理 

令和７年 ７月１４日（月） 臨時専門委員会 

令和７年 ８月 ５日（火） 
第４回専門委員会において収支改善に向けた取組を

整理 

令和７年 ８月２５日（月） 
江別市立病院経営評価委員会において経営強化プラ

ン改定に向けた取組事項を報告 

令和７年 ９月 ４日（木） 
生活福祉常任委員会に経営強化プラン改定に向けた

取組事項を報告 

令和７年 ９月１７日（水） 

～令和７年 ９月１８日（木） 

地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業 

伊関友伸教授との意見交換等 

令和７年１０月１７日（金） 
地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業 

望月泉全国自治体病院協議会会長との意見交換等 

令和７年１０月２２日（水） 
第５回専門委員会において経営強化プラン改定版の

素案等について協議 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

令和７年１１月１２日（水） 
病院経営会議 

（市立病院主要職員） 

令和７年１１月１２日（水） 
江別市立病院経営評価委員会において経営強化プラ

ン改定版（素案）を報告 

令和７年１１月１７日（月） 
生活福祉常任委員会に経営強化プラン改定版（素案）

を報告 

令和７年１１月２６日（水） 
病院経営会議 

（市立病院主要職員） 

令和７年１２月 １日（月） 
生活福祉常任委員会にパブリックコメントの実施に

ついて報告 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

江別市立病院経営評価委員会 委員名簿 
 

（令和７年１２月現在） 

区分 氏   名 所 属 及 び 役 職 備   考 

医
療
に
識
見
を
有
す
る
者 

西 澤 寛 俊 
社会医療法人恵和会 西岡病院 

理事長 
 

西 村 正 治 
市立病院顧問 

（北海道大学名誉教授） 
 

笹 浪 哲 雄 一般社団法人江別医師会 会長  

樋 口 春 美 
公益社団法人北海道看護協会 

前一般理事 
 

学
識
経
験
者 

石 井 吉 春 北海道大学公共政策大学院 客員教授  

山 本 長 史 
北海道江別保健所長 

 （石狩振興局技監兼保健環境部長） 
 

有
す
る
者 

経
営
に
識
見
を 

水 野 克 也 公認会計士・税理士  

荒 瀨 博 士 連合北海道江別地区連合 会長  

市
民 

高 田   明 公募委員  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江別市立病院経営評価委員会 委員名簿 
 

（令和６年３月現在） 

区分 氏   名 所 属 及 び 役 職 備   考 

医
療
に
識
見
を
有
す
る
者 

西 澤 寛 俊 
社会医療法人恵和会 西岡病院 

理事長 
 

西 村 正 治 
市立病院顧問 

（北海道大学名誉教授） 
 

笹 浪 哲 雄 一般社団法人江別医師会 会長  

樋 口 春 美 
公益社団法人北海道看護協会 

前一般理事 
 

学
識
経
験
者 

石 井 吉 春 北海道大学公共政策大学院 客員教授  

山 本 長 史 
北海道江別保健所長 

 （石狩振興局技監兼保健環境部長） 
 

有
す
る
者 

経
営
に
識
見
を 

水 野 克 也 公認会計士・税理士  

山 田 修 司 連合北海道江別地区連合 前会長  

市
民 

高 田   明 公募委員  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44



●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

江別市立病院経営評価委員会設置要綱 

（令和２年７月１日 市長決裁） 

 

 （設置） 

第１条 江別市と近隣市町村を含む地域において、必要とされる医療を持続的に提供できる体制を

確保しつつ、江別市立病院（以下「市立病院」という。）の経営再建を着実に推進するため、江別

市立病院経営評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 経営再建の進捗状況の点検及び評価に関する事項 

 (2) その他市立病院の経営全般における諸課題に関する事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０名以内をもって組織する。 

２ 委員は、市民、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、３年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 市長は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても委員を解任することができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができ

る。 

５ 委員長は、会議を開催する方法による審議が困難な場合には、書面による協議の方法又は情報の

送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、審議を行うことができる。 

 （専門委員会） 

第７条 委員会の決定により専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は、委員会の委任を受けて委員会の所掌事項のうち、特に専門性を必要とするものに

ついて調査及び審議を行う。 

 
 
 
 

江別市立病院経営評価委員会設置要綱 

（令和２年７月１日 市長決裁） 

 

 （設置） 

第１条 江別市と近隣市町村を含む地域において、必要とされる医療を持続的に提供できる体制を確

保しつつ、江別市立病院（以下「市立病院」という。）の経営再建を着実に推進するため、江別市

立病院経営評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 経営再建の進捗状況の点検及び評価に関する事項 

 (2) その他市立病院の経営全般における諸課題に関する事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０名以内をもって組織する。 

２ 委員は、市民、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、３年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 市長は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても委員を解任することができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができ

る。 

５ 委員長は、会議を開催する方法による審議が困難な場合には、書面による協議の方法又は情報の

送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、審議を行うことができる。 

 （専門委員会） 

第７条 委員会の決定により専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は、委員会の委任を受けて委員会の所掌事項のうち、特に専門性を必要とするものに

ついて調査及び審議を行う。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

３ 専門委員会は、委員長の指名した委員で組織する。 

４ 前条の規定は、専門委員会の審議について準用する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、市立病院において処理する。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

 （江別市立病院経営健全化評価委員会設置要綱の廃止） 

２ 江別市立病院経営健全化評価委員会設置要綱（平成２０年６月１１日市長決裁）は、廃止する。 

 （最初に委嘱される委員の任期の特例） 

３ この要綱の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、令和５

年７月３１日までとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 専門委員会は、委員長の指名した委員で組織する。 

４ 前条の規定は、専門委員会の審議について準用する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、市立病院において処理する。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

 （江別市立病院経営健全化評価委員会設置要綱の廃止） 

２ 江別市立病院経営健全化評価委員会設置要綱（平成２０年６月１１日市長決裁）は、廃止する。 

 （最初に委嘱される委員の任期の特例） 

３ この要綱の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、令和５

年７月３１日までとする。 
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●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
江別市立病院経営強化プラン【改定版】 

 
令和●（●）年●月発行 

江別市立病院 

〒067-8585 江別市若草町６  

電話  (011)382-5151（代表） 

https://www.ebetsu-hospital.jp/ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
江別市立病院経営強化プラン 

 
令和６（2024）年３月発行 

江別市立病院 

〒067-8585 江別市若草町６  

電話  (011)382-5151（代表） 

https://www.ebetsu-hospital.jp/ 

  

 

https://www.ebetsu-hospital.jp/
https://www.ebetsu-hospital.jp/


●改定後（案）                                                           ◎改定前（現行） 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


